
2008年度の経営課題は，前年度に改正された放

送法に基づくガバナンスの強化と，その下でのコ

ンプライアンスの徹底，11年のテレビ放送の完全

デジタル化に向けた設備整備と普及の着実な推

進，そして，「平成18年度～20年度経営計画」の

基本方針の第一に掲げる受信料収入の回復が引き

続き順調な中での，09年度以降の新たな中長期経

営計画の策定であった。

経営計画については，08年 3 月に経営委員会が

まとめた重要検討事項を踏まえて執行部による検

討を重ね，10月，経営委員会での修正を経て， 2

つの経営目標と 9つの経営方針を掲げる「いつで

も，どこでも，もっと身近にNHK 平成21～23

年度　NHK経営計画」を策定した。

経営部門は，経営の方針や規範を職員に示し，

業務の円滑な推進をサポートする役割を担ってい

る。総合リスク管理，秘書，総合企画，人事総務，

経理などの部局がこれらの任務を担当している。

また，部局の内部監査や放送番組の考査なども，

公共放送を支える重要な業務である。

本章では，（経営体制，経営管理，財政など）

について報告する。

経　営　体　制

Ⅰ．経営委員会
経営委員会は，会長の任免，副会長・理事の任

免の同意という最高人事権を有するとともに，N

HKの経営方針をはじめ業務運営に関する重要事

項を決定する権限と責任を有する。あわせて役員

の職務執行を監督する権限，監査委員および会計

監査人を任免する権限を有する。

1 ．構　成

08年度末の委員会の構成は次のとおり。

委員長　小丸　成洋（福山通運社長）

委　員（委員長職務代行者）

岩崎　芳史（三井不動産販売会長）

委　員　石島辰太郎（産業技術大学院大学学長）

井原　理代（香川大学大学院地域マネジ

メント研究科長）

大滝　精一（東北大学大学院経済学研究

科教授）

勝又　英子（日本国際交流センター常務

理事・事務局長）

桑野　和泉（玉の湯代表取締役社長）

小林　英明（小林総合法律事務所代表・

弁護士）

飛田　稔章（北海道農業協同組合中央会

会長）

野間光輪子（望月代表取締役）

深谷　紘一（デンソー副会長）

安田　喜憲（国際日本文化研究センター

教授）

2 ．会　議

会議は年度内に26回開催され，法定議決事項に

ついて審議し，決定するとともに，その他の基本

的事項についても審議・検討した。審議にあたっ

ては，執行部から詳細な説明を受け，審議充実の

たすけとした。また，会長から業務執行状況等の

報告，監査委員会から会長，副会長，専務理事，

理事の行った業務について監査結果報告を受け

た。

08年度の議決事項は次のとおりである。

漓09～11年度経営計画

滷09年度収支予算，事業計画および資金計画

澆07年度業務報告書，07年度財産目録，賃借対照

表，損益計算書ならびにこれに関する説明書お

よびこれらに監事の意見書を添付した総務大臣

への提出

潺地上デジタルテレビジョン中継放送局の設置

潸放送局の開設等における経営委員会の議決を要

しない軽微事項

澁09年度国内放送番組編集の基本計画および国際

放送（テレビジョン・ラジオ）の放送番組編集

の基本計画

澀日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更

潯「NHKオンデマンドサービス」開始等に対応

するための「放送法第 9条第 2項第 2号の業務

の基準」の変更

潛改正放送法に対応するための業務委託基準の一

部改正ならびに外国人向け委託協会国際放送業

務の委託に関する基準の制定

濳監事制度の廃止に伴う役員報酬支給基準，役員

退職金支給基準の改正

潭08年度役員の標準報酬

澂08年度役員交際費の支出限度額

潼退任役員への退職金の支給

潘09年度経営委員会委員報酬

澎07年度予算総則

澑土地・建物の売却

濂外国放送事業者および外国有線放送事業者なら
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びにそれらの団体との協力に関する基本事項

潦放送法第 9条第 3項による協会保有地の供用・

賃貸

澳財団法人放送番組センターへの出捐

澣共同受信施設への経費助成業務等の実施

澡㈱日本国際放送の番組を送出する業務と欧州地

域衛星から委託して放送させる業務の実施

澤NHK情報公開・個人情報保護審議委員会委員

の委嘱への同意

澹委員岩崎芳史の監査委員への任命

濆今井環を理事に任命することへの同意

澪専務理事金田新を再任することへの同意

濟新日本監査法人の会計監査人への任命

濕中央放送番組審議会委員および国際放送番組審

議会委員の委嘱への同意

3 ．その他

経営委員会は，会長以下執行部に対する業績評

価を行い，執行部に対するガバナンスの強化に努

めた。

次期 3か年計画策定にあたっては，組織風土改

革，人事施策，収入，支出，放送，地域，グルー

プ経営，放送のデジタル化などについて，数次に

わたり審議を重ねた。10月14日，執行部案に経営

委員会が「平成24年度から受信料の10％の還元を

実行すること」等の修正を加え，次期 3か年経営

計画として賛成多数で議決した。

コンプライアンスの徹底については，10月28日，

経営委員会の諮問機関である第 2次コンプライア

ンス委員会からの最終答申を受け，執行部に対し，

NHKグループ全体のガバナンス体制の強化，関

連団体を含めたIT全般統制の検討・実施，内部

通報制度を有効に機能させるための取り組みの強

化を行うよう申し入れた。なお，コンプライアン

スは執行部における実行段階に入っていることか

ら，第 2次コンプライアンス委員会の活動は11月

に終了した。

また，改正放送法に基づき，新たに経営委員会

が直接受信者の意見を聴取する場として「視聴者

のみなさまと語る会～NHK経営委員とともに

～」を設けた。名古屋，大阪，札幌，松山，広島，

東京の 6 か所で開催し，のべ390人から多様で幅

広い意見を聴取した。

経営委員会の審議状況等については，会議終了

後の経営委員会委員長の報道機関への説明によ

り，その内容を広く迅速に周知するよう努めた。

会議の議事録は，改正放送法により作成・公表が

義務づけられたが，これまでと同様，各放送局等

の備え置きおよび経営委員会ホームページへの掲

載により公表している。あわせて「視聴者のみな

さまと語る会」の開催報告や経営委員会活動の最

新情報なども，随時ホームページに掲載している。

Ⅱ．監査委員会

1 ．構　成

放送法改正により，それまでの監事制度が廃止

され，4月 1日，新たに監査委員会が設置された。

監査委員会は，経営委員のうち経営委員会から任

命された 3 人以上の監査委員で構成され，うち 1

人以上は常勤委員とすることになっている。

監査委員には，多賀谷一照（常勤），井原理代

(非常勤），小林英明（非常勤）が経営委員会の

任命により就任した（旧監事制度に基づく常勤監

事の古閑伸高，非常勤監事の落合誠一は，07年度

業務報告書および貸借対照表等に添える意見書を

提出した 5 月27日に退任）。多賀谷一照は国会で

の再任不同意により，12月21日，退任した。経営

委員会の任命により，12月22日，岩崎芳史が監査

委員（非常勤）に就任した。

年度末における監査委員会の構成は次のとおり

であった。

岩崎　芳史　（08年12月22日就任　非常勤）

井原　理代　（08年 4 月 1 日就任　非常勤）

小林　英明　（08年 4 月 1 日就任　非常勤）

2 ．会議等

監査委員会は経営委員を含む役員の職務の執行

を監査する権限を有し，監査委員会が選定する監

査委員（選定監査委員）は，役員および職員に対

して，職務の執行に関する事項の報告を求めるこ

とやNHKの業務や財産の状態を調査することが

できる。

監査委員会は，08年度に32回にわたって監査委

員会を開催し，内部監査室や会計監査人から定期

的に監査状況の報告を受けるなどして，内部統制

システムを活用したモニタリングを行った。

また，理事会・役員会やリスクマネジメント委

員会等の重要な会議に出席して業務の執行状況の

把握に努め，会長との定期的な意見交換や役員お

よび本部部局長等からの報告聴取を行った。

さらに，08年度から始まった四半期業務報告に

ついては，本部の部局等から補足説明を求めたほ

か，地域放送について，拠点局を含む 7つの地域

放送局を訪問して局長等から業務の執行状況につ
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いて報告を受けた。グループ経営に関しても，主

要な子会社を訪問して，社長等に業務の執行状況

の説明を求めた。

職員の不祥事等危機管理案件についても総合リ

スク管理室から随時報告を受けた。長野局の記者

が新聞記事を盗用した問題が 6月に表面化した際

には，監査委員会として会長に対し全容の解明と

結果報告を申し入れた。

監査委員会の活動状況は経営委員会に定期的に

報告し，インターネットのホームページへの掲載

により公表した。

Ⅲ．理事会

会長，副会長，専務理事，および理事をもって

構成する理事会は，業務執行の基本的機関として，

経営委員会議決事項，同意事項のほか，会長が必

要と認める事項について議論した。

会議は08年度内に50回開催した。

08年度末の会長，副会長，専務理事，理事は，

次のとおりである。

会　長　　　福地　茂雄（2008年 1 月就任）

副会長　　　今井　義典（2008年 1 月就任）

専務理事　　金田　　新（2008年 2 月就任）

理　事　　　日向　英実（2007年 4 月就任）

溝口　明秀（2007年 4 月就任）

八幡　恒二（2007年 4 月就任）

永井　研二（2008年 2 月就任）

後藤　雅実（2008年 2 月就任）

大西　典良（2008年 2 月就任）

関根　　均（2008年 2 月就任）

今井　　環（2008年 6 月就任）

コンプライアンス活動の推進と内部統制の整備
受信料に支えられる公共放送として視聴者のみ

なさまの信頼を確かなものとするため，改正放送

法が施行された08年 4 月から，NHKグループ全

体のコンプライアンスや内部統制の推進，リスク

マネジメントを一元的に行う総合リスク管理室を

設置するとともに，あわせて，会長を最高責任者

とし，全役員を委員とするリスクマネジメント委

員会を発足させた。

リスクマネジメント委員会は，08年度は10回開

催し，NHKおよびNHKグループのリスク低減方

針を策定した。

5 月，「職員の株取引問題に関する第三者委員

会」が調査報告書を発表，その提言を受け， 7月

には「インサイダー取引防止規程」を新たに制定

し施行したほか，08年度末までには多くの提言を

実現し，09年度からの中期経営計画の課題である

コンプライアンスを実現する組織風土改革の達成

目標へと発展・継承されている。

10月には，約束評価委員会や第 2次コンプライ

アンス委員会などからの提言を受け，全職員の議

論・提案活動を経て，職員の行動の基本となる

[NHK倫理・行動憲章」，および倫理やコンプラ

イアンスに関する重要な事項について具体的に定

めた「行動指針」の改定を実現した。引き続き12

月までをコンプライアンス推進強化期間とし，憲

章や指針について職場レベルでの読み合わせやコ

ンプライアンスの徹底に向けた勉強会や研修を集

中的に開催した。

内部統制の構築は，リスクマネジメント委員会

で議決された複数の項目（コンプライアンス推進，

全社統制，リスクマネジメント，業務プロセス統

制，IT統制，モニタリング）からなる「内部統

制推進／平成20年度アクションプラン」に従って

取り組み，当初計画通りに課題を達成した。

このうち，IT統制の新しい推進体制としては，

第 2次コンプライアンス委員会の最終答申を踏ま

え，IT統制委員会の設置，および，グループ横

断で一元的に統制するためのIT統制委員会の機

能や役割の明確化，権限･規程などの整備を完了

した。

NHKグループ統制の取り組みとして，全関連

団体に対し，ITを含めたリスクヒアリングを実

施し，個社リスクの洗い出し，グループ共通の経

営リスク抽出などを行い，多様な業務を踏まえた

NHKグループ全体としてのリスクマネジメント

体制の構築を図った。

NHK“約束”評価
NHKは視聴者の意向をより的確に事業運営に

反映するため，各年度の事業運営の目標として

“約束”を公表し，その達成状況を外部の専門家

(NHK“約束”評価委員会）が視聴者の視点に

立って評価し，それに基づいて事業運営を改善す

る仕組みを，05年度に導入した。

評価は，全国規模の視聴者調査など可能な限り

定量的な測定方法を用いて，NHKから独立して

公正かつ客観的に行っている。

07年度の“約束”に対する評価報告書は 5月に

公表された。報告書によれば，「公共放送の価

値」の実現度は，前年度と比べて4.7％上昇した。
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また 2 年ぶりに実施したCVM調査によれば，

NHKの放送サービスに対する視聴者のみなさま

の支払意思額は，地上放送，衛星放送ともに現行

の受信料額を上回り，05年度と比較してVFM

(受信料に見合う価値）は5.7％向上した。

一方，07年度の“約束”で初めて取り入れた

[信頼性」「必要性」「社会貢献」「効率性・効果

性」という評価指標の達成度を見ると，「経営の

信頼性」「効率性・効果性」「必要性（接触の度合

い）（親しまれる）」が，まだ十分に達成されてい

るとは言えないこと，選択と集中による抜本的な

構造改革，組織風土改革，受信料の公平負担の徹

底等が強く求められていることが指摘された。

08年度の“約束”は，予算・事業計画との連携

をさらに深め，事業運営の重点事項をねらい・お

もな施策・評価指標・目標とともに，具体的にわ

かりやすく整理し直して策定し，4月に公表した。

前文のNHK全体の“約束”では，前年度に引

き続き 4項目 9ポイントの評価指標を設定した。

○信頼されているか（放送，経営）

○必要とされているか（役に立つ，親しまれる，

接触の度合い）

○社会に貢献しているか（質の高さ，影響力，先

見性）

○効率的・効果的か（コストに見合う成果）

個別の“約束”項目としては，7つを掲げた。

①「経営に対する信頼性を確立します」

②「信頼される質の高い放送を通じて，社会や文

化の発展に尽くします」

③「次代を担う若い世代に親しまれるNHKをめ

ざします」

④「日本やアジアの最新情報を積極的に海外に伝

え，国際理解を促進します」

⑤「効率的な契約収納活動を行うとともに，受信

料の公平負担の徹底を図ります」

⑥「みなさまとの結びつきを強化し，開かれたN

HKをめざします」

⑦「先導性を発揮し，放送のデジタル化と高度化

を推進します」

これらの“約束”達成に向けて，役職員が一丸

となって取り組み，NHK改革の推進にあたった。

放送のデジタル化への取り組み

1．地上デジタルテレビ放送

（1）地上デジタル放送の推進
地上デジタルテレビ放送の世帯カバレージは，

2009年 3 月末で97％となったが，引き続き2011年

のアナログテレビ放送終了までにすべての世帯で

地上テレビ放送がご覧いただけるよう，中継局の

整備を進めている。

また，アナログ放送の難視改善のために整備さ

れた共聴設備（辺地共聴）のデジタル化にあたっ

ては，中継局整備の進齏とともに状況把握が可能

となり，国による支援のほかにNHKが自ら行う

対策についての検討を進めた。

11年 7 月24日までに地上系によってデジタルテ

レビ放送を受信できない地域の方々に対し，暫定

的にBSを用いて地上系の放送番組を同時再送信

する施策「総務省補助事業　暫定的難視聴対策」

の委託放送業務事業者として，09年 3 月にDpaが

認定を受けた。NHKは再送信同意を行うことと

し，10年 3 月の放送開始（予定）に向けての諸課

題についてDpaとともに検討を行った。

受信側の対策としてNHKは，国によるデジタ

ル化促進策「総務省テレビ受信者支援センター」

(通称「デジサポ」）への人的協力やノウハウの

提供を行った。「デジサポ」は，08年10月から全

国11地域に，また09年 2 月からは全都道府県に設

置され，活動を開始した。

（2）アナログ終了に向けた取り組み
11年 7 月のアナログ放送終了に向けて，総務省

と放送事業者で組織する全国地上デジタル放送推

進協議会にて「アナログ放送終了計画」の検討を

行い，「情報通信審議会地上デジタル放送推進に

関する検討委員会」に報告し，08年 6 月に「地上

デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行

政の果たすべき役割」第 5次中間答申に反映され

た。これに基づき，NHKは08年 7 月から，また

民放各社は09年当初から，アナログ放送の画面右

上に「アナログ」ロゴマークの常時送出を行い周

知を進めた。「アナログ放送終了計画」は，その

後も全国地上デジタル放送推進協議会で改訂を検

討し，第 6次中間答申に反映される予定である。

また，11年 7 月24日の停波に向け，08年 7 月か

ら09年 7 月までを第一段階とし上記ロゴマークの

送出に加えてアナログ放送のみによる終了告知画

面の送出を行っている。
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（3）首都圏における新タワー検討
在京 6 社（NHKと在京民放 5 社）が連携して

03年12月から首都圏における新タワーの検討を行

い，06年 3 月，有識者検討委員会の評価もふまえ，

最終候補地として「墨田区業平橋・押上地区」を

選定した。その後，建設主体である東武鉄道・東

武タワースカイツリー㈱と経済条件等について協

議を重ね，07年12月には新タワーの「利用予約契

約」を締結した。

新タワーはネーミングも「東京スカイツリー」

に決まり，08年 7 月に建設着工し順調に建設が進

められている。在京 6社は新タワーに設置する送

信アンテナの具体設計など，放送設備の整備に着

手した。また，首都圏の共聴施設のデジタル化改

修を促進するため，新タワー移転スケジュールな

どを周知するチラシを作成し，デジサポを通して

工事業者や自治体等に配布している。

2 ．BSデジタル放送

総務省は，11年の現行アナログ放送の終了後の

周波数帯域および追加 4チャンネルの利用に関す

る制度改正を07年 7 月に行った。この制度改正を

もとに，放送衛星を運用する受託放送事業者の募

集を行い，11年以降についても受託放送事業者は

㈱放送衛星システムとなった。また，総務省は09

年 2 月に，11年以降に開始される予定の新たな

BSデジタル放送に係る委託放送業務の認定に関

する制度整備を行い，その後，09年 2 月～ 3月に

新たなBSデジタル放送の委託放送業務認定申請

受付を実施した（対象チャンネル：BS 5 ， 7 ，

11，19ch）。NHKとしては，11年以降，BSデジ

タル放送をハイビジョン 2波へ再編することを検

討している。

（1）BSデジタル放送の普及推進
NHKは，他のBSデジタル放送事業者や譖デジ

タル放送推進協会（Dpa）と協力して積極的に普

及促進活動に取り組んでいる。09年 3 月には，

BSデジタル受信機の普及数が5,000万件の大台を

突破し，その後も急速に普及が進んでいる。

①「北京五輪キャンペーン」
BSデジタル放送事業者だけでなく，地上デジ

タル放送事業者と共同で「北京五輪をBS＆地上

デジタル放送で見よう！」キャンペーンを08年 6

月から 8 月にかけて行った。Dpa発行の「BSデ

ジタル番組ガイド」は 6月号～ 8月号で北京五輪

特集号を組んで全国の放送局や量販店等に配布

し，PRに努めた。また，同様の情報をDpaのHP

でも掲載した。

②「見てみて！BSデジタルプレゼント・キャン
ペーン」
DpaとBSデジタル各局は共同で，番組編成・

サービス向上のための「見てみて！BSデジタル

プレゼント・キャンペーン」を08年11月から09年

1 月まで行った。ネットとモバイルサイトでアン

ケート実施し，BSデジタル放送の視聴者，なら

びに非視聴者の実態や意向アンケートを行った。

データを集計し，各局の編成担当者にとって貴重

な参考資料となった。

（2）BSアナログ放送終了に向けた取り組み
BSアナログで放送中の「アナログ衛星第 1 」

および「アナログ衛星第 2」の 2つのチャンネル

は，08年 3 月の制度改正により，11年 7 月24日ま

でに終了することが決まった。NHKでは，BSア

ナログ放送を視聴している方々が，デジタル放送

に円滑に移行するため，08年 5 月より，BSアナ

ログ放送のロゴ表示を，従来の「BS1」「BS2」

のロゴマークに「アナログ」を付加したものに変

更するなど，周知に努めるとともに，視聴者の相

談に応える為の専用のコールセンターを設置して

対応を行った。

3 ．IPTVサービス

放送事業者や受信機メーカー，通信事業者など

が06年10月に「IPTVフォーラム」を設立し，「I

Pマルチキャスト」（放送的）サービスや，「VOD」，

[ダウンロード」サービス，データ放送をトリガ

ーにして放送視聴からダイレクトにIPTVサービ

スにリンクする「放送連携IPTVサービス」など

の技術的な仕様やサービス上の課題整理などの検

討を行い，日本におけるIPTVサービスの事実上

の標準仕様を策定している。

なお，同フォーラムは任意団体として発足した

が08年 4 月に中間法人法に基づく「有限責任中間

法人IPTVフォーラム」として改組・再スタート

し，その後08年12月 1 日付で実施された公益法人

改革によって「一般社団法人」に変更になってい

る。

4 ．マルチメディア放送

地上アナログ放送終了後のVHF帯については，

情報通信審議会電波有効利用方策委員会の審議の

結果，「移動体・携帯向けマルチメディア放送」

に割り当てることが適当とされた。

これを受け，08年 7 月より情報通信審議会放送

システム委員会にて，マルチメディア放送に適し

た技術方式の検討が進められた。NHK，ラジオ
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放送事業者および新規参入希望者あわせて17者で

同委員会に対し，VHF－LOW帯でのマルチメデ

ィア放送に適した方式の提案を行った。

一方，VHFの 7 チャンネルを利用して実用化

試験放送を実施している地上デジタル音声放送

(デジタルラジオ）は，そのままの形で本放送化

する目処はなくなったが，VHF－LOW帯での提

案方式と同じ伝送方式を利用していることから，

マルチメディア放送の実現の際にはそのサービス

として実施できるよう，実用化試験放送を通じて

新たな放送サービスの可能性を調査した。

（1）デジタルラジオ実用化試験放送の取り組み
NHKは03年10月から譖デジタルラジオ推進協

会（DRP）が東京と大阪で行っている実用化試

験放送に番組を提供してきた。

08年 7 月にH.264方式の動画システムを導入し，

動画サービスを始めた。デジタルラジオの帯域を

使ったモバイルコンテンツの開発トライアルにお

いて，視聴意向調査を行った。

①動画システムによる映像放送サービス
モバイル向けサービスを意識し， 5分～15分の

短尺番組を制作した。『デジタルドラマ劇場』で

は，多種多彩なテーマで聴取者の意向を探るドラ

マ番組を放送した。

②CD並みの「高音質番組」の開発
クラシックなどFMの高音質番組をマルチユー

スしたほか，ロックやポップス，クラブミュージ

ックまでさまざまな番組を制作，臨場感あふれる

音楽番組の開発を行った。

③選べる「多チャンネル」の試行
帯域を最大 4つに分割して，リスナーがニーズ

によって選ぶ選択型サービスを試行した。 4つの

言語による気象情報を提供したほか，同じく 4つ

の言語で日本の昔話を放送した。

④データ放送
独立型データ放送では，ワンセグと連動するこ

とで最新のニュースと気象情報を提供した。番組

連動では独自番組の内容を補完し，イメージを高

める静止画や文字情報を提供した。

⑤「人にやさしい」サービス
ニュースを 2つのチャンネルで同時に放送，サ

ブチャンネルは読む速度を変え，高齢者にも聞き

取りやすい“ゆっくりラジオ”サービスを提供し

た。また，「NHKハート展」と連動し，障害のあ

る人々がつづった詩に著名人が描いたイラストを

併せて紹介する『NHKハート展』を放送した。

⑥その他
大阪局では月～金の午後 2時～ 3時枠で『大阪

発デジタルバザール』を制作した。

（2）マルチメディア放送の検討状況
10月に，NHKを含めた17者が提案者となり，

情報通信審議会に対して技術方式の提案を行った

後，情報通信審議会の動きに応じ，詳細な技術規

定を策定するため，09年 2 月に「VHF－LOW帯

マルチメディア放送推進協議会」が発足した。発

足時の参加者は108者であった。

5 ．インターネットへの対応

NHKは，95年10月にインターネットにおける

ホームページサービスを試験的に開始した。08年

度は，主として下記のサービスを実施した。

①NHKオンライン
「NHKオンライン」（http://www.nhk.or.jp/）

へのアクセス数は，08年度は， 1日平均でおよそ

900万ページビューであり，マスコミの中でも常

に上位を占めている（※）。サイトの数は約390，

ページの総数は，39万ページにのぼっている。

サービス内容は，ニュース，気象情報をはじめ，

テレビやラジオの番組表，そして番組の見どころ

や放送予定を掲載した各番組のサイト，イベント

案内，受信契約の受け付け，経営情報，問い合わ

せ窓口，視覚障害者向けの読み上げソフト用サイ

トなどである。

特にここ数年は，番組の取材制作の一環として，

投稿やリクエストの受け付けなどの視聴者参加も

積極的に行っている。

08年度は， 8月の「北京オリンピック」でのニ

ュース動画の提供や12月の『第59回NHK紅白歌

合戦』での広報展開や視聴者参加の呼びかけをは

じめ，視聴者からの動画投稿を募る番組や，語学

学習をネットでさらにサポートする番組など，放

送と通信の新たな連携を図る番組の開発，さらに

はドラマや若年層向け番組における，積極的な視

聴者層の拡大に取り組んだ。

(※）順位は，㈱ビデオリサーチ調べ

②NHKケータイ
携帯電話 3社〔NTTドコモ，au by KDDI，ソ

フトバンクモバイル〕のサービスメニュー上で，

携帯電話向けのホームページサービスを05年 5 月

より開始。

「NHKケータイ」の愛称で，ニュース・天気，

番組・イベント情報，受信契約の申し込みなどを

掲載している。08年 3 月にはさらに使いやすいサ

イトを目指して大幅なリニューアルを行い，08年
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度は 1 日平均100万ページビューを超えた。09年

2 月からは，速報を含む全国版デイリーニュース

の掲載を開始し，正確で迅速な報道情報を携帯サ

イトでも提供する基盤を整えた。

放送との連携も積極的に行っている。総合テレ

ビの『着信御礼！ケータイ大喜利』や『テレ遊び

パフォー！』では視聴者から投稿作品の募集を，

教育テレビの『リトル・チャロ』では英語のテス

トを「NHKケータイ」上で行い，『第59回NHK

紅白歌合戦』では「NHKケータイ」やワンセ

グ・データ放送の連携機能を通じて，視聴者審査

員の参加を受け付けるなど，さまざまな双方向参

加のツールとして活用を図った。

③NHKデータオンライン
このサービスは，インターネットに接続したデ

ジタル受信機の画面に，データ放送では実現しに

くい大容量のコンテンツを提供するものである。

番組広報用写真や，地上デジタル放送が開始され

た放送局の地域ニュースが読める「各地のニュー

ス」などがある。

インターネットサービス基本計画
「放送の補完利用」としてのインターネット利

用については，「放送法第 9 条第 2 項第 2 号の業

務に関する基準」を策定して総務大臣の認可を受

け，その規模，態様等を定めるとともに，「平成

20年度インターネットサービス基本計画」を策定

し，具体的なサービス内容を定めて公表している。

この「インターネットサービス基本計画」（以下

[基本計画」と表記）では，NHKが提供する既

放送番組等の具体的な内容等を定め，また番組制

作，番組の周知，経営広報，営業活動，職員採用

等の業務利用や，災害情報，緊急情報，選挙情報，

外国人向け情報などその他のサービスについても

定めている。

(「基本計画」はNHKオンライン

http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/netriyou/pdf/net

riyou.pdfに掲載）。

NHKオンデマンド　サービス開始

1．NHKオンデマンドとは

NHKオンデマンドとは，08年12月 1 日にスタ

ートした，NHKがサービスを提供しているビデ

オ・オン・デマンド（VOD）である。これまで

の放送によるコンテンツ提供とは異なり，ブロー

ドバンド回線を通じて，NHKのさまざまなコン

テンツを，パソコンでは高画質（1.5Mbps）で，

TV系サービスではハイビジョン品質程度で提供

する画期的なサービスである。

海外でも，放送コンテンツをインターネットで

提供するサービスがスタートしているが，ハイビ

ジョン品質を提供している例はあまりなく，NH

Kオンデマンドのユーザーは質の高い画像を楽し

むことができる。

2 ．サービス開始の背景

放送と通信の融合が進む中で，民放各局はイン

ターネットを通じたコンテンツの配信に積極的な

姿勢を見せ始めた。最初に，インターネットによ

るコンテンツ配信をスタートさせたのは日本テレ

ビで，同社は第 2日本テレビというポータルサイ

トを05年10月に立ち上げ，動画配信サービスを開

始した。

他の民放もインターネットによる動画配信サー

ビスに乗り出す中，NHKは，特殊法人であるこ

とや，放送法による規制があることで，ネットワ

ークを利用したコンテンツの配信サービスを行う

ことが困難な状況にあった。

こうした中，07年12月に放送法が改正され，営

利目的としないことや，NHKの受信料とNHKオ

ンデマンドの会計を別会計にすることなどの条件

付で，インターネットを利用したコンテンツ配信

が可能になった。

放送法の改正では，第 9条 2項第 2号の業務の

基準に基づくサービスについて，「協会が放送し

た放送番組及びその編集上必要な資料（これらを

編集したものを含む。－以下省略－）を，電気通

信回線を通じて一般の利用に供すること」とされ

た。これによって，放送波ではなく，電気通信回

線，すなわちインターネット等の通信回線を利用

して放送番組などを提供するサービスに道が開け

た。

3 ．サービスの内容

NHKオンデマンドのサービスは，「見逃し番

組」サービスと「特選ライブラリー」サービスの

2種類がある。

（1）「見逃し番組」サービス
NHKの 5 つのチャンネル（総合，教育，HV，

BS1，BS2）で放送している番組の中から，「大

河ドラマ」や，『NHKスペシャル』といったドキ

ュメンタリー番組など注目度の高い番組を，放送

の翌日から10日間程度配信するサービスである。
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09年 3 月31日現在，定時番組（定時枠特集番組含

む）122番組が提供されている。

ニュース番組については，『おはよう日本』「正

午のニュース」『BS列島ニュース』『ニュース

7 』『ニュースウオッチ 9 』の 5 つの番組が提供

されているが，これらは番組単体の視聴はできず，

後述する「見逃し見放題パック」を契約した場合

に視聴が可能となる。ニュース番組は，画像デー

タの変換作業が必要なことから，放送後 2時間～

6時間後に配信を開始し，10日間配信する。

（2）「特選ライブラリー」サービス
過去に放送されNHKアーカイブスに保存され

ている50万本以上に及ぶ番組の中から，名作ドラ

マ，『NHK特集』に代表される大型ドキュメンタ

リーシリーズなどを配信するサービスである。09

年 3 月31日現在，170タイトル1,723番組が提供さ

れており，今後も年間1,000本以上のペースで配

信するコンテンツを増やしていく予定である。

4 ．視聴に必要な設備

NHKオンデマンドをパソコンで視聴する場合

は，Windows XP以降のOSを搭載したパソコン

と，ブロードバンド回線（ADSLや光回線，CA

TVなどの高速通信回線）によるインターネット

接続環境が必要である。W e bブラウザは，

Microsoft Internet Explorer6.0以上とWindows

Media Player 10以上が必要となる。なお，

Macintoshを利用している場合は視聴することが

できない。配信データはDRM（デジタル著作権

管理）で保護されているため録画・コピーはでき

ない。

テレビ系サービスは，国内最大規模のケーブル

テレビ運営会社である㈱ジュピターテレコムの運

営する「J：COMオンデマンド」サービス，ブロ

ードバンド接続機能を有するデジタルテレビ向け

ポータルサービス「アクトビラビデオ・フル」，

NTTぷららが運営するNTT東日本／西日本のフ

レッツ光向け映像配信サービス「ひかりTV」の

3種類がある。

このうち，「J：COMオンデマンド」「ひかり

TV」は，それぞれのサービスの運営会社と利用

契約が必要である。「アクトビラビデオ・フル」

については，対応機種の受信機と実行速度

12Mbps程度の光回線（FTTH）などによるイン

ターネット接続環境が必要である。

5 ．提供料金と支払い方法

NHKオンデマンドは，NHKの本来業務の放送

事業とは異なり利用を希望する人への限定したサ

ービスである。前述のとおりNHKの受信料会計

とは別会計として採算をとっていくことになって

いるため，利用するには料金がかかる。

NHKオンデマンドを利用する際には，まず会

員登録が必要である。登録は無料だが，実際にコ

ンテンツを視聴する際には課金が発生する。

コンテンツは単品で購入でき， 1 本あたり105
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円～315円（税込み）である。ただし，前述した

とおり，ニュース番組は単品での購入はできない。

「見逃し番組」サービスでは，毎月定額料金で

全ての見逃し番組とニュース番組が見放題となる

[見逃し見放題パック」を月額1,470円（税込み）

で提供している。

「特選ライブラリー」サービスでは，単品での

提供以外に，ドラマシリーズなどが連続で視聴で

き，最大30％の割引価格で提供するパックがある。

支払いについては，PCサービスはクレジット

カード，もしくはYahoo！ウォレットのいずれか

で行う。TV系サービスは各社の支払い方法で行

う。

6 ．利用状況

NHKオンデマンドのパソコン向けサービスへ

の訪問者数は，08年12月で50万人，09年 1 月45万

人， 2月32万人， 3月49万人となっている。登録

会員数は 4 万4,000人，総ビデオビューは85万回

に上っている。

テレビ系サービスは，NHKオンデマンドだけ

の登録会員数をカウントできないが，販売実績で

は，「見逃し見放題パック」契約者数が2,919件，

[見逃し番組」「特選ライブラリー」の単品購入

が 4万7,146件に上っている。

利用者の男女比率は，男性が85％，女性が15％

となっている。年齢分布では，男女ともに40代が

最も多く，次いで50代，30代となっている。09年

3 月末の利用状況では，40代男性が利用者全体の

25％を占めている。パソコンとテレビ系サービス

の利用者の割合は半々である。（図 1～ 2）

視聴回数が多く人気を集めたコンテンツは，

[見逃し番組」は『NHKスペシャル　女と男

最新科学が読み解く性』『大河ドラマ　天地人』

{ドラマスペシャル　白洲次郎』などである。

[特選ライブラリー」は『NHKスペシャル　地

球大進化46億年・人類への旅』『NHKスペシャル

宇宙未知への大紀行』『ステージ101』などである。

7 ．今後の課題

NHKオンデマンドは，サービスを開始するに

あたって十数億円の経費をかけており，これらの

償却を含め，収支を均衡させていくためには会員

数の拡大が必要である。試算では，会員数が40万

人に達すれば単年度で収支が均等する見込みで，

今後，さまざまな媒体を活用したNHKオンデマ

ンドの告知活動が重要である。

また，パソコンでの視聴が，現状では

Windowsパソコンに限定されているため，利用

者拡大に向け，今後，Macintoshでの視聴対応が

課題となっている。

配信チャンネルの拡大も今後の展開においては

重要になっており，09年 8 月からKDDIが運営す

るケーブルテレビ向けVODサービスでNHKオン

デマンドを提供する予定である。

放送法の改正
2008年 4 月 1 日に施行された放送法の改正につ

いては，08年版『NHK年鑑』に特集として掲載

した。そのほか，特筆すべき事項なし。

経　営　管　理

Ⅰ．内部監査
08年度は，本部と地域拠点局，放送局のすべて

の部局で実地監査を行った。

公金意識や透明性・効率性の徹底など業務の改

善につながる監査を実施するとともに，内部統制，

関連団体，IT，随意契約などの新しい監査テー

マに取り組み，着実な前進を図った。

業務遂行上で想定されるさまざまなリスクが適

切に管理されているかを確認する「業務プロセス

監査」を，10月以降，福岡局，大分局と放送総局

12部局で実施した。また，初の内部監査室による

[関連団体調査」を， 9月以降， 4子会社につい

て実施した。

さらに，従来の監査項目に加え，業務監査では

監査項目にシステム関係，業務委託を追加し，適

正経理監査では競争契約促進の社会的な状況を踏

まえ，随意契約の適正化について監査を行った。

海外総支局については，外部支払いを中心に，

経理処理が適正に行われているかなどに重点を置

いて， 3支局で実地監査を行った。また，外部監

査法人による監査を行った 4総支局以外の19総支

局は証ひょう類の精査を行った。

監査の結果は，理事会に報告するとともに，監

査委員会にも報告している。

各局への指示事項等については，とりまとめて

会長・理事署名を添付して各局に送付するなど，

コンプライアンスの推進・業務の改善に資する情

報の共有化を推進した。

また，指示事項等への対応と改善状況の報告を

各局に求め，早急な改善を促進した。
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Ⅱ．職　員

1 ．組織改正

08年度組織改正では，放送法改正に伴う内部統

制体制の整備やアーカイブス・オンデマンドサー

ビス，地上デジタル放送の推進などに対応するた

め，総合リスク管理室の設置，監査室およびアー

カイブス・オンデマンド推進室の組織名称変更，

技術局業務体制の再編成などを実施した。

概要は次のとおり。

①総合リスク管理室の設置
協会の広範なリスクマネジメントとコンプライ

アンス推進体制を構築するため，総合リスク管理

室を設置した。

②監査室の名称変更
放送法改正により監査委員会が設置されたこと

に伴い，内部監査部門である「監査室」の名称を

[内部監査室」に変更した。

③アーカイブス・オンデマンド推進室の名称変更
新サービス名称が「NHKオンデマンドサービ

ス」に決定し，また08年12月サービス開始に向け

た実務段階となったことから，名称を「NHKオ

ンデマンド室」に変更した。

④技術局業務体制の再編成
完全デジタル化に向けた受信環境のデジタル化

整備を推進する，全国の支援体制を強化するため，

技術局の業務体制を再編成した。

⑤人事総務局業務体制の見直し
職員・スタッフサポート業務を全面アウトソー

シングし，人事総務局総合事務センターを廃止し

た。

2 ．要員数

08年度の要員数は， 1 万842人である。80年度

から要員削減を実施してきており，08年度までの

減員数は6,078人（35.9％）である。

3 ．人材育成

受信料制度に支えられた公共放送の責任と役割

が厳しく問われている中，重要な経営課題である

人材育成については，集合研修，職場研修，自習

型研修（e－ラーニング），OJT支援，派遣制度，

社内公募，自己啓発援助，関連団体の育成という

8 つの諸施策を職場の指導や異動，考課等と効果

的に連動させる形で展開し，新たな時代に対応し

た公共放送人の育成に努めた。

特に，コンプライアンス，放送倫理，公金意

識・コスト意識に関しては，新人から管理者層に

至るまで，研修や職場指導の中に講義や議論の場

を数多く設け，インサイダー問題，受信料制度，

報道と人権，プロとは何か，地域と向き合う等々，

様々な角度から公共放送の使命と責任を各自が考

え，認識の徹底を図った。

さらに，指導・管理者層の職員については，マ

ネジメント力の強化を重点事項として，職場のリ

スク管理，部下育成，セクシュアルハラスメント

の防止などについての事例や，多面評価を通して

学習し，自らの気づきと職務認識の向上を図った。

4 ．厚　生

次世代育成支援対策推進法の趣旨に従い，07年

度より仕事と家庭の両立支援施設に対する一層の

理解促進と職場環境の整備に向けた取り組みを掲

げ， 3か年の第 2次行動計画をスタートさせた。

2年目にあたる08年度は，07年度に育児に関わ

る職員の自立に向け整備した環境が，より多くの

職員に活用されるよう取り組んだ。

職場の環境衛生および職員の健康・安全管理に

ついては，法令遵守の徹底に努め，総合安全活動

の推進，全職員を対象とした定期健康診断の実施，

長時間労働による健康障害防止のため医師による

面接指導などの取り組みを実施した。

特に，メンタルヘルスケアについては，07年度

に設置したメンタルヘルスサポートデスクへの相

談事例を集積し，メンタル不全の早期発見と早期

治療に導くための対応フローの見直しを図るな

ど，発生予防と疾病発症時の早期対応の推進に努

めた。

5 ．部内広報

08年度は協会内広報誌「ネットワークNHK」

を年間9回発行し，「環境特集」「北京オリンピッ

ク放送」「特集コラボで新発想」「平成21～23年度

NHK経営計画」「ETV50学ぶ冒険」「変わる国際

放送」などを重点的に取り上げた。

協会内のポータルサイト「総合情報案内(NO

C）」は経営情報を追加するなどレイアウト変更

した。また，広報局や総合リスク管理室と連携し，

[会長ストレートトーク」や「倫理行動憲章」な

どへの入口を設け，職員への情報共有に寄与した。

「日本放送協会報」は，人事発令などの号外の

ほか，本冊48号を発行し，業務の動きを週単位で

伝え通算で3,959号となった。
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Ⅲ．情報システム

08年度は，経営に対する信頼を確保するため，

NHKグループとしてのIT統制の確立にむけた体

制整備や各種情報システムのリスク評価・分析と

課題への対応を進めた。また，次年度以降の本格

的な取り組みにむけて，全協会的な推進体制とし

て「IT統制委員会」を設置した。

一方，新たなサービスへの展開や受信料の公平

負担にむけたシステム開発・整備を進めるととも

に，情報システム・ネットワークの安定運用に努

めた。

1 ．放送系システム

番組制作･送出業務を支える放送系システムに

ついては，本格デジタル時代の多様なサービス展

開に向けた｢コンテンツ管理｣の実現やシステムの

運用コスト削減を目指し，システム全体の刷新整

備を進めている。

08年度は，番組編成・送出系のハードウェアお

よびソフトウェアの基盤整備を完了した。番組提

案・制作系については，制作要員管理機能の開発

を完了し運用を開始した。あわせて，本格整備に

向けた設計開発を進めた。

現行システムについては，国際放送の充実に向

けて，多言語に対応した原稿管理システムのデー

タベースサーバーの更新整備を実施するととも

に，NHKオンデマンドサービスの開始に合わせ

て，ベアトス（デジタル制作情報システム）の改

修を行った。

2 ．営業・視聴者系システム

受信料の契約収納業務を支える営業系システム

については，制度変更への対応や安定運用の確保

に努めた。

08年度は，10月から実施した訪問集金廃止・障

害者割引の適用拡大， 2月から実施した事業所割

引導入・家族割引の拡大に対応するシステム改修

を実施したほか，ホストシステムのコンピュータ

ー更新，昨年導入したモバイル型電子決済端末の

追加整備を行った。

視聴者との結びつきを支える視聴者系システム

については，視聴者満足度を向上するための新た

なシステムの構築に取り組んだ。

08年度は，コールセンターのシステム刷新にむ

けた「調達仕様」を策定し，国際調達による業者

選定を行った。また， 4月から本格運用を開始し

たNHK＋IDサービスの定着を図るためのシステ

ム改修を進めた。

3 ．事務系システム

職員の勤務処理，経理処理や経営情報の提供を

行っているSMaRT（事務システム）については，

システム改修や機器の更新を行い，引き続き安定

運用に努めた。

08年度は，職員制度改正への対応を行ったほか，

適切な勤務・経理処理を目指した新業務管理シス

テムの開発を完了し，11月に本運用を開始した。

また，NHKオンデマンドサービスの開始にと

もなう新たな会計項目への対応を実施した。

4 ．情報ネットワーク・セキュリティ

個人情報や機密情報の漏えい・流出などのリス

クを回避するため，情報セキュリティ確保の観点

から，ネットワークやシステムの整備を推進した。

08年度は，急増する迷惑メールを除外するシス

テムを10月から本格導入した。さらに，ウイルス

対策ソフトやメール記録ソフトの更新やセキュリ

ティ対策機器の更新整備を行い，ネットワークや

システムの安定運用の確保に努めた。

また，国際調達による業務用パソコンの一括購

入を推進し，セキュリティの強化および導入コス

トの削減を図った。

財　　　　政

Ⅰ．2008年度決算
2008年度は，「平成18年度～20年度　NHK経営

計画」を踏まえ，業務全般にわたる効率的な運営

を図りつつ，事業計画の着実な遂行に努めた。

その結果，収支決算では，事業収支差金は275

億円となり，これから資本支出充当33億円を差し

引いた242億円は，翌年度以降の財政安定のため

の財源として繰り越すこととした。

1 ．資産，負債および純資産

協会全体の2008年度末の資産，負債及び純資産

の状況を財産目録と貸借対照表でみると，資産総

額8,224億4,163万円に対し，負債総額は2,732億11

万円であり，純資産総額は5,492億4,152万円であ

った。
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2 ．損益およびキャッシュ・フロー

協会全体の2008年度中の損益の状況を損益計算

書でみると，経常事業収入6,624億289万円に対し，

経常事業支出は6,309億9,660万円で，差し引き経

常事業収支差金は314億628万円であり，これに経

常事業外収支差金△36億120万円を加えた経常収

支差金は278億508万円である。これに特別収入16

億7,032万円を加え，特別支出31億9,585万円を差

し引いた当期事業収支差金は262億7,955万円であ

り，当期事業収支差金のうち，資本支出充当は33

億7,800万円，事業収支剰余金は229億155万円で

ある。

次に，協会全体の2008年度中のキャッシュ・フ

ローの状況をキャッシュ・フロー計算書でみる

と，事業活動によるキャッシュ・フローは936億

7,827万円であり，投資活動によるキャッシュ・

フローは△1,003億9,062万円，財務活動によるキ

ャッシュ・フローは△13億8,935万円である。現

金及び現金同等物の残高は，年度当初は1,313億

4,315万円であったが，81億170万円減少し，年度

末では1,232億4,145万円となっている。

3 ．収支決算

一般勘定では，事業収入は6,644億7,329万円で，

予算に対し，67億9,746万円の超過となった。こ

れは，受信契約件数の増加に伴う受信料収入の増

加等によるものである。事業支出は6,368億8,422

万円で，105億3,367万円の予算残となった。これ

は，効率的な番組制作を行ったこと等による国内

放送費の残等によるものである。

事業収支差金は，275億8,907万円となった。こ

れから債務償還への充当33億7,800万円を差し引

いた242億1,107万円は，翌年度以降の財政安定の

ため繰り越すこととした。これにより，翌年度以

降の財政安定のための繰越金は，前年度末924億

4,765万円に当年度発生した242億1,107万円を加

え，年度末において1,166億5,872万円となった。

事業収支差金受入れ，減価償却資金受入れ等の

資本収入は785億1,117万円，建設費，長期借入金

返還金等の資本支出は785億1,117万円であった。

番組アーカイブ業務勘定では，事業収入は 1億

746万円で，予算に対し， 3 億7,776万円の不足と

なった。事業支出は14億1,697万円で， 4 億7,053

万円の予算残となった。また，資本収入及び資本

支出は1,137万円であった。

受託業務等勘定では，事業収入は18億6,837万

円で，予算に対し，3,962万円の不足となった。

事業支出は16億2,745万円で，5,554万円の予算残

となった。

4 ．重要な会計方針

貸借対照表及び損益計算書の作成にあたっての

重要な会計方針は，次のとおりである。

①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は，償却原価法（定額法）

によっている。子会社及び関連会社株式とその他

有価証券（時価のないもの）は，移動平均法に基

づく原価法によっている。

②番組勘定

個別法に基づく原価法によっている。なお，収

益性が低下した棚卸資産については，帳簿価額を

切り下げている。

③固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）は，「建

物」「構築物」「放送衛星」は，定額法によってい

る。「機械及び装置」「車両及び運搬具」「器具」

は，定率法によっている。無形固定資産（リース

資産を除く）は定額法によっている。リース資産

については，所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産は，リース期間を耐用年数

とし，残存価額を零とする定額法によっている。

④引当金の計上基準

未収受信料欠損引当金は，当年度末の受信料未

収額のうち，翌年度における収納不能見込額を実

績率により計上している。

退職給付引当金は，職員の退職給付に備えるた

め，当年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき，当年度末において必要と認め

られる額を計上している。

役員退任引当金は，役員退任手当の支出に備え

るため，内規に基づく年度末要支給額を計上して

いる。

国際催事放送権料引当金は，スポーツ大会等国

際的な催事に関する放送権料の支払いに備えるた

め，開催地決定時より放送実施までの期間に放送

権料の合理的見積額を計上している。なお，当該

科目は，「企業会計原則注解　注18」における引

当金とは異なり，放送法施行規則の規定により特

別に認められた引当金である。

⑤消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は，税込方式

によっている。

なお，放送法施行規則の規定により，納付消費

税は財務費等に含めている。

また，総務省の規定により，財務費の消費税等

NHK年鑑’09
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には固定資産の取得に係る仕入消費税が含まれて

いる。

⑥固定資産の減損会計

固定資産の減損会計については，放送法施行規

則の規定により，「固定資産の減損会計に係る独

立行政法人会計基準」によっている。

表1 貸借対照表
（協会全体） 2009年 3 月31日現在

注　 2008年度末における繰越剰余金1,187億2,720万 8 千円のうち，2009年度において，固定資産充当資本に33億7,800万円を組み
入れる。
これにより，固定資産充当資本は4,337億2,893万 7 千円，繰越剰余金は1,153億4,920万 8 千円となる。

科　　　　目 内　　　訳 金　　額

（資 産 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 信 料 未 収 金
未収受信料欠損引当金

有 価 証 券
番 組 勘 定
前 払 費 用
未 収 金
その他の流動資産
流 動 資 産 合 計

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
減価償却累計額
構 築 物
減価償却累計額
機 械 及 び 装 置
減価償却累計額
車 両 及 び 運 搬 具
減価償却累計額
器 具
減価償却累計額
土 地
建 設 仮 勘 定
有形固定資産合計

無 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
無形固定資産合計

出資その他の資産
長期保有有価証券
出 資
関 係 会 社 出 資
そ の 他 の 出 資
長 期 前 払 費 用
その他の出費その他の資産

千円

16,047,828
△0010,784,000

306,331,142
△0125,990,077
148,641,869

△0088,757,157
770,496,915

△0618,799,484
8,611,864

△0006,531,125
5,144,412

△0003,517,437

10,332,032
253,900

千円

75,241,457

5,263,828
81,598,362
14,050,734
916,573
7,789,092
417,793

185,277,842

180,341,064

59,884,711

151,697,431

2,080,739

1,626,974
36,094,524
2,108,338

433,833,785

2,052,559
2,052,559

174,741,939
10,585,932

126,847
2,422,731

科　　　　目 内　　　訳 金　　額

出資その他の資産合計
固 定 資 産 合 計

特 定 資 産
放送債券償還積立資産
特 定 資 産 合 計
資 産 合 計

（負 債 の 部）
流 動 負 債
一年以内に返済する長期借入金
一年以内に償還する放送債券
未 払 金
未 払 費 用
受 信 料 前 受 金
短 期 リ ー ス 債 務
その他の流動負債
流 動 負 債 合 計

固 定 負 債
放 送 債 券
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 任 引 当 金
国際催事放送権料引当金
長 期 リ ー ス 債 務
その他の固定負債
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計

（純 資 産 の 部）
資 本
承 継 資 本
固定資産充当資本
剰 余 金
繰 越 剰 余 金
純 資 産 合 計
負債純資産合計

千円 千円
187,877,452
623,763,796

13,400,000
13,400,000
822,441,638

306,000
6,000,000
42,346,805
24,925,801
119,828,120
413,703
1,594,498

195,414,929

20,000,000
33,399,214
183,530

22,103,040
1,035,052
1,064,351
77,785,188
273,200,117

163,375
430,350,937
118,727,208
118,727,208
549,241,520
822,441,638
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（一般勘定）
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注　 2008年度末における繰越剰余金1,200億3,672万 2 千円のうち，2009年度において，固定資産充当資本に33億7,800万円を組み
入れる。
これにより，固定資産充当資本は4,337億2,893万 7 千円，繰越剰余金は1,166億5,872万 2 千円となる。
なお，繰越剰余金1,166億5,872万 2 千円は，全額，翌年度以降の財政安定のための繰越金である。

科　　　　目 内　　　訳 金　　額

（資 産 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 信 料 未 収 金
未収受信料欠損引当金

有 価 証 券
番 組 勘 定
前 払 費 用
番組アーカイブ勘定短期貸付金
受託業務等勘定短期貸付金
未 収 金
その他の流動資産
流 動 資 産 合 計

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
減価償却累計額
構 築 物
減価償却累計額
機 械 及 び 装 置
減価償却累計額
車 両 及 び 運 搬 具
減価償却累計額
器 具
減価償却累計額
土 地
建 設 仮 勘 定
有形固定資産合計

無 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
無形固定資産合計

出資その他の資産
長期保有有価証券
出 資
関 係 会 社 出 資
そ の 他 の 出 資
長 期 前 払 費 用

千円

16,047,828
△0010,784,000

306,331,142
△0125,990,077
148,641,869

△0088,757,157
770,496,915

△0618,799,484
8,611,864

△0006,531,125
5,030,061

△0003,506,058

10,332,032
253,900

千円

75,241,457

5,263,828
81,598,362
14,050,734
912,439
1,311,722
45,306

7,655,408
417,793

186,497,052

180,341,064

59,884,711

151,697,431

2,080,739

1,524,002
36,094,524
2,108,338
433,730,812

2,052,559
2,052,559

174,741,939
10,585,932

82,514

科　　　　目 内　　　訳 金　　額

その他の出費その他の資産
出資その他の資産合計
固 定 資 産 合 計

特 定 資 産
放送債券償還積立資産
特 定 資 産 合 計
資 産 合 計

（負 債 の 部）
流 動 負 債
一年以内に返済する長期借入金
一年以内に償還する放送債券
未 払 金
未 払 費 用
受 信 料 前 受 金
短 期 リ ー ス 債 務
その他の流動負債
流 動 負 債 合 計

固 定 負 債
放 送 債 券
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 任 引 当 金
国際催事放送権料引当金
長 期 リ ー ス 債 務
その他の固定負債
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計

（純 資 産 の 部）
資 本
承 継 資 本
固定資産充当資本
剰 余 金
繰 越 剰 余 金
純 資 産 合 計
負債純資産合計

千円 千円
2,422,731

187,833,118
623,616,491

13,400,000
13,400,000
823,513,543

306,000
6,000,000
42,217,616
24,925,801
119,828,120
385,839
1,594,199

195,257,576

20,000,000
33,399,214
183,530

22,103,040
954,796
1,064,351
77,704,932
272,962,508

163,375
430,350,937
120,036,722
120,036,722
550,551,035
823,513,543
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千円

1,311,722
121,071
27,864

1,460,658

80,256
80,256

1,540,914

△1,309,514
△1,309,514
△1,309,514
231,400

（番組アーカイブ業務勘定）

科　　　　目 内　　　訳 金　　額

（資 産 の 部）
流 動 資 産
前 払 費 用
未 収 金
流 動 資 産 合 計

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
器 具
減価償却累計額
有形固定資産合計

そ の 他 の 資 産
長 期 前 払 費 用
その他の資産合計
固定資産合計
資 産 合 計

千円

114,350
△0000,011,378

千円

4,134
79,960
84,095

102,972
102,972

44,333
44,333
147,305
231,400

科　　　　目 内　　　訳 金　　額

（負 債 の 部）
流 動 負 債
一般勘定短期借入金
未 払 金
短 期 リ ー ス 債 務
流 動 負 債 合 計

固 定 負 債
長 期 リ ー ス 債 務
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計

（純 資 産 の 部）
資 本
欠 損 金
繰 越 欠 損 金
純 資 産 合 計
負債純資産合計

千円

（受託業務等勘定）

科　　　　目 内　　　訳 金　　額

（資 産 の 部）
流 動 資 産
未 収 金
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

（負 債 の 部）
流 動 負 債
一般勘定短期借入金
未 払 金

千円 千円

53,722
53,722
53,722

45,306
8,117

科　　　　目 内　　　訳 金　　額

その他の流動負債
流 動 負 債 合 計
負 債 合 計

（純 資 産 の 部）
資 本
剰 余 金
繰 越 剰 余 金
純 資 産 合 計
負債純資産合計

千円 千円
298

53,722
53,722

－
－
－

53,722



6 章　経　営

488

表2 損益計算書
（協会全体）

2008年 4 月 1 日から2009年 3 月31日まで

NHK年鑑’09

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　額

経 常 事 業 収 入
受 信 料
交 付 金 収 入
視 聴 料 収 入
副 次 収 入
受 託 業 務 等 収 入

経 常 事 業 支 出
国 内 放 送 費
国 際 放 送 費
既 放 送 番 組 配 信 費
受 託 業 務 等 費
契 約 収 納 費
受 信 対 策 費
広 報 費
調 査 研 究 費
給 与
退 職 手 当 ・ 厚 生 費
共 通 管 理 費
減 価 償 却 費
未収受信料欠損償却費

経 常 事 業 収 支 差 金

経

常

事

業

収

支

649,446,026
3,339,695
50,720

7,698,071
1,868,377

272,652,656
10,693,283
1,089,885
715,981

59,357,698
1,612,343
3,576,289
9,916,609

124,497,461
54,107,983
12,243,407
69,749,000
10,784,000

経 常 事 業 外 収 入
財 務 収 入
雑 収 入

経 常 事 業 外 支 出
財 務 費

経 常 事 業 外 収 支 差 金

経
常
事
業
外
収
支

9,563,702
2,412,685

15,577,589

特 別 収 入
固 定 資 産 売 却 益
固 定 資 産 受 贈 益
未収受信料欠損引当金戻入益
そ の 他 の 特 別 収 入

特 別 支 出
固 定 資 産 売 却 損
固 定 資 産 除 却 損
そ の 他 の 特 別 支 出

特

別

収

支

1,293,239
12,727
358,297
6,060

199,176
2,989,759
6,919

3,378,000
22,901,555

経 常 収 支 差 金

当 期 事 業 収 支 差 金

当 期 事 業 収 支 差 金
資 本 支 出 充 当
事 業 収 支 剰 余 金

662,402,890

630,996,601

31,406,288

千円

11,976,387

15,577,589

△0003,601,201

1,670,323

3,195,855

27,805,087

26,279,555

26,279,555
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（一般勘定）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　額

経 常 事 業 収 入
受 信 料
交 付 金 収 入
副 次 収 入

経 常 事 業 支 出
国 内 放 送 費
国 際 放 送 費
契 約 収 納 費
受 信 対 策 費
広 報 費
調 査 研 究 費
給 与
退 職 手 当 ・ 厚 生 費
共 通 管 理 費
減 価 償 却 費
未収受信料欠損償却費

経 常 事 業 収 支 差 金

経

常

事

業

収

支

649,446,026
3,339,695
8,824,966

272,652,656
10,693,283
59,357,698
1,612,343
3,438,288
9,916,609

124,404,440
54,072,630
12,219,245
69,737,622
10,784,000

経 常 事 業 外 収 入
財 務 収 入
雑 収 入

経 常 事 業 外 支 出
財 務 費

経 常 事 業 外 収 支 差 金

経
常
事
業
外
収
支

9,563,702
2,412,584

15,583,555

特 別 収 入
固 定 資 産 売 却 益
固 定 資 産 受 贈 益
未収受信料欠損引当金戻入益
そ の 他 の 特 別 収 入

特 別 支 出
固 定 資 産 売 却 損
固 定 資 産 除 却 損
そ の 他 の 特 別 支 出

特

別

収

支

1,293,239
12,727
358,297
6,060

199,176
2,989,759
6,919

3,378,000
24,211,070

経 常 収 支 差 金

当 期 事 業 収 支 差 金

当 期 事 業 収 支 差 金
資 本 支 出 充 当
事 業 収 支 剰 余 金

661,610,688

628,888,819

32,721,869

千円

11,976,287

15,583,555

△0003,607,268

1,670,323

3,195,855

29,114,601

27,589,070

27,589,070
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（番組アーカイブ業務勘定）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　額

千円
経 常 事 業 収 入
視 聴 料 収 入

経 常 事 業 支 出
既 放 送 番 組 配 信 費
広 報 費
給 与
退 職 手 当 ・ 厚 生 費
共 通 管 理 費
減 価 償 却 費

経 常 事 業 収 支 差 金

経
常
事
業
収
支

50,720

1,112,912
138,000
93,020
35,352
26,312
11,378

経 常 事 業 外 収 入
財 務 収 入
雑 収 入

経 常 事 業 外 収 支 差 金

外
収
支

経
常
事
業

56,644
100

経 常 収 支 差 金

当 期 事 業 収 支 差 金

50,720

1,416,979

△0001,366,258

56,744

56,744

△0001,309,514

△0001,309,514

（受託業務等勘定）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　額

千円
経 常 事 業 収 入
受 託 業 務 等 収 入

経 常 事 業 支 出
受 託 業 務 等 費

経 常 事 業 収 支 差 金

経
常
事
業
収
支

1,868,377

1,576,781

経 常 事 業 外 支 出
財 務 費

経 常 事 業 外 収 支 差 金

外
収
支

経
常
事
業

50,678

当 期 事 業 収 支 差 金
一 般 勘 定 へ の 繰 入 れ
事 業 収 支 剰 余 金

当 期 事 業 収 支 差 金

240,917
－

1,868,377

1,576,781

291,595
50,678

△0000,050,678

240,917

240,917
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表3 キャッシュ･フロー計算書

（協会全体）

2008年 4 月 1 日から2009年 3 月31日まで

（単位　千円）

区　　　　　　　　　　分 金　　　　　額

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ･フロー
当期事業収支差金
減価償却費
長期前払費用の償却額
退職給付引当金の増減額
役員退任引当金の増減額
未収受信料欠損引当金の増減額
国際催事放送権料引当金の増減額
受取利息及び受取配当金
支払利息
固定資産売却益
固定資産受贈益
固定資産除却損
固定資産売却損
減損損失
受信料未収金の増減額
番組勘定の増減額
未収金の増減額
受信料前受金の増減額
未収消費税の増減額
未払消費税の増減額
未払金の増減額
その他

事業活動によるキャッシュ･フロー

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有価証券の取得による支出
有価証券の売却・償還による収入
関係会社株式の取得による支出
関係会社株式の売却による収入
固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
長期保有有価証券の取得による支出
差入保証金の増減額
利息及び配当金の受取額
その他

投資活動によるキャッシュ･フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー
短期借入金の増減額
長期借入金の返済による支出
リース債務返済による支出
利息の支払額

財務活動によるキャッシュ･フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

注 1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に表示されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定 △　75,241,457千円
預入期間が 3か月を超える定期預金 △0010,000,000千円
取得日から 3か月以内に償還期限の到来する短期投資（有価証券） 58,000,000千円
現金及び現金同等物 123,241,457千円

2 未収受信料欠損引当金及び受信料未収金の増減額には，2008年度における受信料収入の計上方法の見直しに伴う影響額を控
除しており，その金額は次のとおりである。
未収受信料欠損引当金の増減額 △0025,887,779千円
受信料未収金の増減額 25,887,779千円

3 2008年度において貸借対照表の表示方法を変更した科目（番組勘定，役員退任引当金，国際催事放送権料引当金及び差入保
証金）については，変更後の科目による増減額を表示している。

26,279,555
69,813,158
35,896

7,024,820
△0000,003,658
△0005,086,220

3,514,266
△0009,558,499

454,163
△0001,293,239
△0000,012,727

2,989,759
199,176
4,419

3,941,834
△0002,842,360
△0000,984,328

2,456,143
△0000,813,746
△0001,756,227
△0000,486,050
△0000,197,857

93,678,276

△0054,000,000
44,000,000

△0058,500,000
86,994,977

△0000,200,000
485

△0075,107,237
1,516,777

△0054,255,596
△0000,358,437

9,405,650
112,754

△0100,390,626

△0000,036,000
△0000,778,000
△0000,120,624
△0000,454,728

△0001,389,352

△0008,101,702

131,343,159

123,241,457
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表4 収入支出決算表
（一般勘定）
蘆事業収支 2008年度

NHK年鑑’09

蘆資本収支

款　・　項

資 本 収 入
事業収支差金受入れ
減価償却資金受入れ
資 産 受 入 れ
長 期 借 入 金
資 本 支 出
建 設 費
出 資
放送債券償還積立資産繰入れ
長期借入金返還金
資 本 収 支 差 金

千円

3,309,827
－

2,127,377
△,0,836,026
2,018,476

3,309,827

3,309,827

－

－

－

△,0,000,000

千円

2,060,000
－

－

1,518,476
541,524
2,060,000
2,060,000

－

－

－

－

千円

78,511,172
3,378,000
69,737,622
5,395,550

－

78,511,172
74,933,172
200,000
2,600,000
778,000

0

千円

83,881,000
3,378,000
71,865,000
6,078,000
2,560,000
83,881,000
80,303,000
200,000
2,600,000
778,000

－

千円

3,403,000
－

－

3,403,000
－

3,403,000
3,403,000

－

－

－

－

千円

3,403,000
－

－

3,403,000
－

3,403,000
3,403,000

－

－

－

－

千円

80,478,000
3,378,000
71,865,000
2,675,000
2,560,000
80,478,000
76,900,000
200,000
2,600,000
778,000

－

予　　　　算　　　　額

当初額
盧

合計
盧＋盪 蘯

決算額
盻

繰越額
眈

予算残額
蘯－盻－眈

予算総則に基づく増減額盪
第 5条
第 2項繰越 増減額計

1）前期繰越金 △　92,455,664千円
2）2008年度発生額 24,211,070千円（事業収支差金27,589,070千円から事業収支差金受入れ3,378,000千円を

差し引いた24,211,070千円と資本収支差金309円との合計額）
00 後期繰越金（ 1＋ 2） 116,666,734千円（このうち，翌年度以降の財政安定のための繰越金は116,658,722千円）

款　・　項

事 業 収 入
受 信 料
交 付 金 収 入
副 次 収 入
財 務 収 入
雑 収 入
特 別 収 入
事 業 支 出
国 内 放 送 費
国 際 放 送 費
契 約 収 納 費
受 信 対 策 費
広 報 費
調 査 研 究 費
給 与
退職手当・厚生費
共 通 管 理 費
減 価 償 却 費
財 務 費
特 別 支 出
予 備 費
事 業 収 支 差 金

千円
657,505,985
635,077,709
3,346,425
10,088,000
5,809,851
500,000
2,684,000

647,248,051
277,460,389
11,122,153
59,020,886
1,657,407
3,590,975
9,233,988

129,021,666
51,258,597
12,729,321
71,865,000
14,999,669
2,288,000
3,000,000
10,257,934

千円
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

△,2,820,000
2,820,000

－
△,1,500,000
590,000
910,000

－
－

千円
－
－
－
－
－
－
－
－

295,694
－

388,088
－
－

666,269
－
－
－
－
－
－

△,1,350,051
－

千円
169,852

－
－

169,852
－
－

169,852
－
－
－
－
－

135,428
22,762
9,059
－
－

2,603
－
－
－

千円
169,852

－
－

169,852
－
－
－

169,852
295,694

－
388,088

－
－

801,697
△,2,797,238
2,829,059

－
△,1,500,000
592,603
910,000

△,1,350,051
－

千円
657,675,837
635,077,709
3,346,425
10,257,852
5,809,851
500,000
2,684,000

647,417,903
277,756,083
11,122,153
59,408,974
1,657,407
3,590,975
10,035,685
126,224,428
54,087,656
12,729,321
70,365,000
15,592,272
3,198,000
1,649,949
10,257,934

千円
664,473,299
638,662,026
3,339,695
8,824,966
9,563,702
2,412,584
1,670,323
636,884,229
272,652,656
10,693,283
59,357,698
1,612,343
3,438,288
9,916,609
124,404,440
54,072,630
12,219,245
69,737,622
15,583,555
3,195,855

－
27,589,070

千円
△,06,797,462
△,03,584,317

6,729
1,432,885

△,03,753,851
△,01,912,584
1,013,676
10,533,673
5,103,426
428,869
51,275
45,063
152,686
119,075
1,819,987
15,025
510,075
627,377
8,716
2,144

1,649,949
△,17,331,136

決算額
盻

予算残額
蘯－盻

予　　　　　算　　　　　額

当初額
盧

合計
盧＋盪 蘯

予算総則に基づく増減額盪
第 4条

第 1項流用
第 6条
予備費

第13条
受託研究

増減額計

資本支出への充当 3,378,000 － － － － 3,378,000 3,378,000 －
債 務 償 還 充 当 3,378,000 － － － － 3,378,000 3,378,000 －

翌年度以降の財政安定のための繰越金 6,879,934 － － － － 6,879,934 24,211,070 △,17,331,136

注　収入支出決算表における受信料は，未収受信料欠損償却費を控除した金額である。



6 章　経　営

493 NHK年鑑’09

款

事 業 収 入

事 業 支 出

事業収支差金

受託業務等収入

受託業務等費
財 務 費

千円
1,908,000
1,908,000
1,683,000
1,626,000
57,000
225,000

千円
－
－
－
－
－
－

千円
1,908,000
1,908,000
1,683,000
1,626,000
57,000
225,000

千円
1,868,377
1,868,377
1,627,459
1,576,781
50,678
240,917

千円
39,622
39,622
55,540
49,218
6,321

△,0,015,917

項
決算額
盻

予算残額
蘯－盻

予　　　　　算　　　　　額

当初額
盧

予算総則に基づく増減額
盪

合計
盧＋盪 蘯

注　事業収支差金240,917千円は，「一般勘定」へ繰り入れている。

（受託業務等勘定）
蘆事業収支

款

資 本 収 入

資 本 支 出

資本収支差金

減価償却資金受入れ

建 設 費

千円
55,578
55,578
55,578
55,578
－

千円
－
－
－
－
－

千円
55,578
55,578
55,578
55,578
－

千円
11,378
11,378
11,378
11,378
－

千円
44,199
44,199
44,199
44,199
－

項
決算額
盻

予算残額
蘯－盻

予　　　　　算　　　　　額

当初額
盧

予算総則に基づく増減額
盪

合計
盧＋盪 蘯

蘆資本収支

款　・　項

事 業 収 入
視 聴 料 収 入
財 務 収 入
雑 収 入
事 業 支 出
既放送番組配信費
広 報 費
給 与
退職手当・厚生費
共 通 管 理 費
減 価 償 却 費
事 業 収 支 差 金

千円
485,233
418,648
66,585
－

1,887,510
1,528,277
142,797
95,680
32,838
32,340
55,578

△,1,402,277

千円
－
－
－
－
－
－
－

△,0,002,600
2,600
－
－
－

千円
485,233
418,648
66,585
－

1,887,510
1,528,277
142,797
93,080
35,438
32,340
55,578

△,1,402,277

千円
107,465
50,720
56,644
100

1,416,979
1,112,912
138,000
93,020
35,352
26,312
11,378

△,1,309,514

千円
377,767
367,927
9,940

△,0,0000,100
470,530
415,364
4,796
59
85

6,027
44,199

△,0,0092,762

決算額
盻

予算残額
蘯－盻

予　　　　　算　　　　　額

当初額
盧

予算総則に基づく増減額盪

第 4条第 1項流用 増減額計

千円
－
－
－
－
－
－
－

△,0,002,600
2,600
－
－
－

合計
盧＋盪 蘯

注　事業収支差金△1,309,514千円は，「欠損金」として繰り越す。

（番組アーカイブ業務勘定）
蘆事業収支
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Ⅱ．2009年度予算

2009年度収支予算と事業計画，資金計画は，09

年 1 月14日総務大臣に提出され，内閣を経て 2月

6 日国会に提出され， 3 月27日衆議院， 3 月31日

参議院でそれぞれ承認された。

1 ．計画概説

09年度は， 3か年経営計画の初年度として，放

送をめぐる環境が激変する本格的なデジタル時代

に向け，諸計画を達成するための取組を確実に進

める重要な年度である。

放送サービスにおいては，受信料で成り立つ公

共放送として放送の自主自律を堅持し，信頼でき

る情報や多様で質の高いコンテンツを積極的に提

供していく。また，日本や地球規模の課題に取り

組む番組や地域放送の充実等に力を注ぐととも

に，国際放送による海外への情報発信の強化に努

める。

あわせて，組織の改革に全力を傾注し，視聴者

からの信頼を高めるとともに，構造改革を推し進

め，取材・制作の体制を強化し，効果的かつ効率

的な業務運営を行う。

協会の主たる財源である受信料については，公

平負担に向けた取組を強化し，公共放送を支える

受信料制度への理解を促進するとともに，一層効

率的な契約収納活動を推進する。

円滑な完全デジタル化に向けて，デジタルテレ

ビジョン放送の普及に努めるとともに，本格的な

デジタル時代の新たなサービスの開発・充実を図

る。

( 1 ）地上デジタルテレビジョン放送の視聴可能

地域の拡大やサービスの充実のための設備を整備

し，11年度の地上デジタルテレビジョン放送への

完全移行に向けて，放送設備の整備を計画的に行

う。

また，非常災害時における報道のための設備や

テレビジョン国際放送のための設備の整備を行う

とともに，老朽の著しい放送設備の更新等を行う。

( 2 ）視聴者からの信頼を高め，ジャーナリズム

としての役割を全うし，公共放送の使命を果たす

ために，経営の改革と公共放送の担い手の育成を

柱として，組織風土の改革に取り組む。

( 3 ）放送番組については，報道の強化を図り，

正確な情報を迅速かつ的確に伝える。また，幅広

い視聴者層に向けたニュース・番組作りを進める

とともに高品質で多彩な放送番組を提供する等，

豊かで，かつ，良い放送番組により社会や文化の

発展に尽くし，視聴者の期待にこたえるよう努め

る。

また，地上デジタルテレビジョン放送について

は，ハイビジョン放送を積極的に行うことを中心

に，デジタル放送の特性を生かした多様なサービ

スを実施し，その普及促進を図る。

さらに，教育放送及び障害者や高齢者に向けた

放送サービスの充実を図るほか，地域を見つめ，

地域とともに考える報道を強化する等，地域放送

の充実に努める。

このほか，第21回冬季オリンピック・バンクー

バー大会の放送番組を特別編成する。

( 4 ）国際放送は，自主自律の編集権を堅持し，

邦人向け放送と外国人向け放送として，テレビジ

ョン国際放送の充実・強化とラジオ国際放送の再

編を進め，効果的な情報の発信に努める。

( 5 ）受信料の公平負担の徹底に向けて，契約収

納活動を強化するとともに，受信料制度に対する

理解促進を図り，受信料収入の確保に努める。

( 6 ）調査研究については，デジタル放送技術の

高度化など新しい放送技術の研究開発を行うとと

もに，放送番組の向上に寄与する調査研究の積極

的推進により，その成果を放送に生かし，また，

広く一般に公開して，放送文化の発展に資する。

( 7 ）地上デジタルテレビジョン放送に必要な施

設を管理運営する会社に対し，出資を行う。

( 8 ）放送と通信が連携するサービスとして，ア

ーカイブス番組等を電気通信回線により，有料で

一般の利用に直接供するサービスを充実する。

( 9 ）会館施設等の一般供用，賃貸及び放送番組

の受託制作等については，協会業務の円滑な遂行

に支障のない範囲内において実施する。

(10）協会の主たる財源が受信料であることを深

く認識し，経営全般にわたる構造改革の徹底によ

る効率的な業務体制の構築を図り，放送番組の充

実やコンプライアンス体制の強化等への経営資源

の配分を推進する。また，放送会館の省エネルギ

ー化を推進する等，環境経営に着実に取り組む。

2 ．建設計画

建設計画については，衛星放送施設の整備に 3

億9,000万円，テレビジョン放送網及びラジオ放

送網の整備に395億2,000万円，放送会館の整備に

21億円，放送番組設備の整備に289億7,000万円，

研究施設の整備等に92億2,000万円，総額802億円

をもって施行する。
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（1）衛星放送施設整備計画
衛星テレビジョン放送の送信設備など衛星放送

設備の整備を行う。

これらに要する経費は， 3億9,000万円である。

（2）テレビジョン放送網整備計画
地上デジタルテレビジョン放送の視聴可能地域

の拡大に向けた送信設備の整備を行う。

また，テレビジョン放送の受信状況の改善のた

めの設備の整備を行う。さらに，老朽の著しいテ

レビジョン放送設備の更新等を行う｡

これらに要する経費は，361億6,000万円である。

（3）ラジオ放送網整備計画
外国電波による混信等の受信状況を改善するた

め，中波放送局及びFM放送局の建設調査を行う。

また，老朽の著しいラジオ放送設備の更新等を行

う｡

これらに要する経費は，33億6,000万円である。

（4）放送会館整備計画
放送会館については，横浜，千葉及び甲府の放

送会館の整備等を行う。

これらに要する経費は，21億円である。

（5）放送番組設備整備計画
非常災害時における報道のための設備の整備を

行うとともに，ハイビジョン放送のための設備の

整備等を行う。また，老朽の著しい放送番組設備

の更新等を行う。

これらに要する経費は，289億7,000万円である。

（6）研究施設，一般施設整備計画
新しい放送技術の開発のための研究設備を整備

するほか，放送会館の太陽光発電設備など環境経

営推進のための設備の整備等を行う。

これらに要する経費は，57億1,000万円である。

（7）建設管理
建設計画の施行に共通して要する経費は，35億

1,000万円である。

3 ．事業運営計画

（1）国内放送
ア　番組関係
(ア）地上テレビジョン放送
総合テレビジョンは， 1日24時間を基本とした

放送時間とし，基幹的な総合波として国民生活に

不可欠なニュース・情報番組や創造的な文化・教

養番組及び娯楽番組等の調和ある編成を行う。日

本や地球規模の課題に真正面から向き合う番組

や，高品質で，インパクト・競争力のある大型番

組等を放送するほか，各世代に共感される多彩な

番組や，世代を超えて楽しみ，考える番組等の一

層の充実を図る。また，生命・財産にかかわる非

常災害時及び事件・事故の緊急時には，柔軟で機

動的な編成により，迅速かつ的確な情報の提供を

行う。

デジタル総合テレビジョンは，アナログ総合テ

レビジョンと同じ内容の番組をハイビジョンで同

時に放送することを基本とする。

教育テレビジョンは， 1日21時間を基本とした

放送時間とし，子供をはじめ幅広い世代に向けた

番組，福祉番組，文化・教養番組等の充実を図る。

また，様々なメディアとの連動により効果的な学

習を可能とする講座番組を充実する。

デジタル教育テレビジョンは，アナログ教育テ

レビジョンと同じ内容の番組を同時に放送するこ

とを基本とし，定時のマルチ編成を行う。

(イ）衛星テレビジョン放送
衛星ハイビジョンは， 1日21時間を基本とした

放送時間とし，次の世代に残すべき一級の文化・

芸術を積極的に紹介するとともに，紀行，自然等

の分野ごとの大型番組等を編成する。また，新た

な映像技術や演出方法，ダイナミックな編成に挑

戦し，新しいテレビ文化創造の先導的な役割を果

たす。

デジタル衛星第 1テレビジョンは， 1日24時間

を基本とした放送時間とし，ニュース・情報番組，

ドキュメンタリー番組を一層充実するほか，第21

回冬季オリンピック・バンクーバー大会など視聴

者の関心の高いスポーツ番組を編成する。アナロ

グ衛星第 1テレビジョンでも同じ内容の番組を同

時に放送する。

デジタル衛星第 2テレビジョンは， 1日24時間

を基本とした放送時間とし，難視聴解消を目的と

する放送を行うとともに，幅広い視聴者層に親し

まれる番組編成を進め，豊かで良質な娯楽番組，

アーカイブスを活用した番組，国内外の名作映画，

若い世代向け番組等の放送を行う。アナログ衛星

第 2テレビジョンでも同じ内容の番組を同時に放

送する。

(ウ）ラジオ放送
ラジオ第 1放送は， 1日24時間を基本とした放

送時間とし，緊急時の迅速かつ的確な報道に努め，

聴取者の信頼にこたえる柔軟な編成を行うととも

に，ニュース・生活情報を中心に聴取者との双方

向化を進め，多様な情報をきめ細かく提供する。

ラジオ第 2放送は， 1日19時間を基本とした放

送時間とし，語学講座番組の充実を図って聴取者

の学習意欲にこたえるとともに，様々なメディア

を駆使した魅力的な学習サービスを行う。また，
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外国語によるニュース等，在日外国人向けの番組

を編成する。

FM放送は， 1 日24時間を基本とした放送時間

とし，高音質の特性を生かした多彩な音楽番組を

中心に編成する。災害など緊急時には，ラジオ第

1 放送と連携して機動的な編成を行う等，地域向

けのメディアとしてきめ細かな情報を提供する。

(エ）地域放送
地域放送は，平日夕方のニュース・情報番組を

充実する等地域を見つめ，地域とともに考える報

道を強化するとともに，夜間の視聴好適時間帯の

番組を充実する等各地域の特性や要望に応じて多

様な放送サービスを推進するなど，地域の課題と

向き合い地域を支援する番組を放送する。また，

優れた地域放送番組の積極的な全国発信に努め

る。放送時間は，総合テレビジョンで 1日 3時間，

ラジオ第 1 放送で 1 日 2 時間30分，FM放送で 1

日 1時間50分を基本とする。

(オ）補完放送等
補完放送については，地上及び衛星のデジタル

テレビジョン放送各波でデータ放送を実施する。

実施にあたっては，全国向けのほか，地域向けの

放送の充実を図る。聴覚障害者や高齢者向けの字

幕放送については，テレビジョン放送の一部の番

組で行い，放送時間の拡充を図る。また，視覚障

害者向けの解説放送，ステレオ放送及び 2か国語

放送をテレビジョン放送の一部の番組で行う。こ

のほか，テレビジョン文字放送において，ニュー

ス等の各種情報を提供する。携帯端末向けサービ

ス（ワンセグ）は，デジタル総合テレビジョン及

びデジタル教育テレビジョンで実施し，同じ内容

の番組を同時に放送することを基本としつつ，デ

ジタル教育テレビジョンでは一部で独自番組の放

送を実施し，携帯端末にふさわしい番組を放送す

る。携帯端末向けのデータ放送サービスでは地域

ごとのニュース・気象情報や番組関連情報等を提

供する。

地上デジタル音声放送（デジタルラジオ）につ

いては，東京，大阪における実用化試験放送に，

デジタル放送の特性を生かした番組を提供する。

インターネットによるサービスについては，放

送した番組等の提供を行うほか，放送番組の周知

や災害関連情報等を提供する。

放送番組の提供については，国内外の放送事業

者等への提供を通じて，協会が保有する映像資産

等の多角的展開を行い，多様な媒体や伝送路を活

用した社会還元や海外への情報提供を行う。

放送番組の利用については，番組の効果的な編

成にあわせ，学校教育の場や生涯学習活動への利

用促進を図る。

これら番組関係に要する経費は，番組制作に

2,092億8,420万 7 千円，番組の編成企画等に187億

8,274万 5 千円で，総額2,280億6,695万 2 千円であ

る。

イ　技術関係
放送施設の運用維持については，良好な電波送

信の安定確保に努めるとともに，地上デジタルテ

レビジョン放送の拡充等に伴う設備の増加に対処

し，効率的な保守運用を図る。

これら技術関係に要する経費は，総額577億

9,719万 2 千円である。

以上により，国内放送費総額は，2,858億6,414

万 4 千円となり，前年度2,774億6,038万 9 千円に

対して，84億375万 5 千円の増額となる。

（2）国際放送
諸外国へ日本の実情を伝え，経済・文化交流と

相互理解の一層の促進に貢献するとともに，海外

の日本人が必要とするニュース・情報を迅速かつ

的確に伝えるため，テレビジョン国際放送及びラ

ジオ国際放送を実施する。テレビジョン国際放送

については，外国人向け放送及び邦人向け放送を

実施する。

外国人向けテレビジョン国際放送については，

1日23時間程度を基本とした放送時間とし，日本，

アジアをはじめとする世界の情報を伝えるニュー

スを24時間毎正時に放送するほか，幅広いジャン

ルから多彩なコンテンツを取り揃え，全世界に向

けて発信を強化する。あわせて，外国人向けテレ

ビジョン国際放送の充実のために放送法第 9条の

2 に規定する子会社については株式会社日本国際

放送とするとともに，同社と連携して，24時間英

語放送を行う。また，海外における受信環境の整

備を行い，簡易な設備で放送の受信が可能となる

地域を拡大する。

邦人向けテレビジョン国際放送については， 1

日 5時間程度，国内の主要なニュースや情報番組

を中心に国内と同時放送を行い，一部娯楽番組も

交えて，日本の最新情報を提供する。また，大津

波等の大災害が発生した場合は，迅速かつ的確な

情報の提供に万全を期す。なお，北米及び欧州向

けの放送をそれぞれ 1日 5時間程度の放送時間で

実施する。

ラジオ国際放送については， 1日延べ55時間10

分の放送時間とし，日本・世界の最新の動向及び

海外での安全に役立つ情報を的確に伝えるニュー

ス・情報番組の充実や国際理解を促進する番組の
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充実を図る。

これらに要する経費は，総額129億5,453万 1 千

円となり，前年度111億2,215万 3 千円に対して，

18億3,237万 8 千円の増額となる。

（3）契約収納
受信料の公平負担の徹底を目指し，受信料未払

者や未契約者への契約収納活動を強化するととも

に，受信料制度に対する理解促進を図り，受信料

収入の確保に努める。あわせて，効果的かつ効率

的な業務を推し進め，契約収納関係経費の削減に

取り組む。

これらに要する経費は，総額579億115万 7 千円

となり，契約収納体制の見直し等により，前年度

590億2,088万 6 千円に対して，11億1,972万 9 千円

の減額となる。

（4）受信対策
放送があまねく全国において受信できるよう，

受信相談など視聴者への受信サービス活動を展開

するとともに，デジタルテレビジョン放送の受信

を促進するための積極的な普及活動を行う。

国や一般放送事業者と協力し，難視聴対策など

受信環境の整備を進めるための経費を含め，これ

らに要する経費は，総額131億8,326万 2 千円とな

り，前年度16億5,740万 7 千円に対して，115億

2,585万 5 千円の増額となる。

（5）広　報
公共放送の理解促進と視聴者層の拡大に向け

て，多様で効果的な広報活動を展開する。また，

あらゆる機会を通じて交流・対話活動を強化する

等視聴者との回路を充実して，意見や要望又は苦

情を的確に把握し，適切かつ迅速な対応を行うこ

とで，放送及び業務運営への反映に努める。

さらに，デジタルテレビジョン放送の普及促進

に向けて，周知広報活動を実施するほか，情報公

開に積極的に取り組む。

これらに要する経費は，総額38億3,807万 1 千

円となり，前年度35億9,097万 5 千円に対して， 2

億4,709万 6 千円の増額となる。

（6）調査研究
放送技術の研究については，スーパーハイビジ

ョン（走査線4,000本級超高精細映像システム）

等未来の映像文化の発展のための研究開発や放送

と通信の連携サービス等デジタルテレビジョン放

送の発展のための研究開発等を行う。

放送番組の研究については，若年層など視聴者

層拡大のための多角的分析をはじめ，放送番組の

向上に寄与する調査研究を行うとともに，番組視

聴状況や接触者率，放送評価調査を実施する等，

視聴者意向の的確な把握を行う。

これらに要する経費は，総額96億3,863万 2 千

円となり，前年度92億3,398万 8 千円に対して， 4

億464万 4 千円の増額となる。

（7）給　与
給与については，適正な水準の維持を図る。

これに要する経費は，総額1,279億9,979万 6 千

円となり，前年度1,290億2,166万 6 千円に対して，

10億2,187万円の減額となる。

（8）退職手当及び福利厚生
退職手当及び福利厚生については，退職手当の

増等により，総額554億4,902万 1 千円となり，前

年度512億5,859万 7 千円に対して，41億9,042万 4

千円の増額となる。

（9）共通管理
共通管理については，業務の見直し等により，

総額126億7,884万 7 千円となり，前年度127億

2,932万 1 千円に対して，5,047万 4 千円の減額と

なる。

（10）番組アーカイブ業務
放送と通信が連携するサービスとして，アーカ

イブス番組等を電気通信回線により，有料で一般

の利用に直接供するサービスを充実する。

これに係る収入は23億3,231万 3 千円，支出は

40億1,189万 4 千円である。

（11）受託業務等
受託業務等については，会館施設等の一般供用，

賃貸及び放送番組の受託制作等を行う。

これらに係る収入は15億6,400万円，支出は13

億1,700万円である。

（12）信頼される公共放送のための組織風土及び
業務運営の改革

視聴者からの信頼を高め，ジャーナリズムとし

ての役割を全うし，公共放送の使命を果たすため，

組織横断的な人事異動の拡大による高い専門性と

広い視野を兼ね備えた公共放送の担い手の育成

等，組織・人事制度の改革により，活力にあふれ

た組織を実現するとともに，職員の採用・研修の

強化等により，コンプライアンスを徹底し，組織

風土の改革に全力で取り組む。

内部統制の整備にあたっては，協会，子会社等

の多様な業務を踏まえたリスクマネジメントを確

立し，視聴者の負託にこたえることのできる事業

運営を実施する。

また，協会の主たる財源が受信料であることを

深く認識し，経営全般にわたる構造改革を徹底し，

完全デジタル化に対応した質の高い放送番組の充

実やコンプライアンス体制の強化等への経営資源
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の配分を推進する。

子会社等については，再編・統合を行い，効果

的かつ効率的な業務運営を徹底するとともに，透

明性の高い事業運営を推進する。

表5 2009年度収支予算書
（一般勘定）

事業収支において，事業収入から特別収入を除

いた経常収入は，6,684億3,902万 1 千円，事業支

出から特別支出を除いた経常支出は，6 ,700億

6,151万 6 千円であり，経常収支差金は，△16億

2,249万 5 千円である。

事業収支差金△29億149万 5 千円については，

繰越金の一部をもって補てんする。

（番組アーカイブ業務勘定）

事業収支差金△16億7,958万 1 千円については，

一般勘定からの短期借入金をもって補てんする。

（受託業務等勘定）

事業収支差金 2 億4,700万円については，一般

勘定の副次収入に繰り入れる。

(注）衛星放送を開始した1989年度から2009年度末までの収
入と支出の差額の累計（見込）額は6,792,076千円。

(注）事業支出の業務別予算は，各業務別の物件費に，人件
費と減価償却費を要員・施設に応じて配分したもの。
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金　　額

669,959,021

649,080,386

3,707,505

10,500,000

4,651,130

500,000

1,520,000

672,860,516

285,864,144

12,954,531

57,901,157

13,183,262

3,838,071

9,638,632

127,999,796

55,449,021

12,678,847

72,610,000

14,944,055

2,799,000

3,000,000

△ 002,901,495

款

事 業 収 入

事 業 支 出

事業収支差金

蘆事業収支 （単位　千円）

項

受 信 料

交 付 金 収 入

副 次 収 入

財 務 収 入

雑 収 入

特 別 収 入

国 内 放 送 費

国 際 放 送 費

契 約 収 納 費

受 信 対 策 費

広 報 費

調 査 研 究 費

給 与

退職手当・厚生費

共 通 管 理 費

減 価 償 却 費

財 務 費

特 別 支 出

予 備 費

蘆資本収支 （単位　千円）

金　　額

91,763,495

9,757,495

72,610,000

3,396,000

6,000,000

88,862,000

80,200,000

100,000

2,000,000

6,000,000

562,000

2,901,495

款

資 本 収 入

資 本 支 出

資本収支差金

項

前期繰越金受入れ

減価償却資金受入れ

資 産 受 入 れ

放送債券償還積立資産戻入れ

建 設 費

出 資

放送債券償還積立資産繰入れ

放 送 債 券 償 還 金

長期借入金返還金

蘆事業収支 （単位　千円）
金　　額

1,564,000
1,564,000
1,317,000
1,260,000
57,000
247,000

款
事 業 収 入

事 業 支 出

事業収支差金

項

受 託 業 務 等 収 入

受 託 業 務 等 費
財 務 費

金　　額
138,154,161
130,934,845
117,676,689
11,039,910
2,218,246
7,219,316

（参考）事業収支のうち衛星放送に係る収入と経費（単位　千円）
区　　　　分

衛 星 付 加 受 信 料 収 入
衛 星 放 送 の 実 施 に 要 す る 経 費

番組制作費等の事業運営費
減 　 価 　 償 　 却 　 費
財　　　　務　　　　費

収 支 差 額

事業支出総額　6,728.6億円 （ ）内は構成比率あ

（参考）事業支出の業務別予算（トータルコスト）
番組・技術の 
調査研究 
193.3億円 
（2.9％） 

広報活動 
49.6億円 
（0.7％） 

受信サービス活動 
179.0億円 
（2.7％） 

受信契約及び 
受信料の収納 
748.0億円 
（11.1％） 

国際放送番組の 
制作・送出 
178.8億円 
（2.7％） 

国内放送番組の 
制作・送出 
4,907.2億円 
（72.9％） 

事業の管理 
265.0億円 
（3.9％） 財務費，特別 

支出，予備費 
207.4億円 
（3.1％） 

蘆事業収支 （単位　千円）
金　　額

2,332,313
2,256,126
76,187

4,011,894
3,433,437
317,000
121,063
46,173
54,182
40,039

△,1,679,581

款
事 業 収 入

事 業 支 出

事業収支差金

項

視 聴 料 収 入
財 務 収 入

既 放 送 番 組 配 信 費
広 報 費
給 与
退 職 手 当 ・ 厚 生 費
共 通 管 理 費
減 価 償 却 費

蘆資本収支 （単位　千円）
金　　額

40,039
40,039
40,039
40,039

－

款
資 本 収 入

資 本 支 出

資本収支差金

項

減 価 償 却 資 金 受 入 れ

建 設 費

金　　額
50,252,691
18,621,776
3,090,600
28,540,315

（参考）事業支出のうち伝送部門に係る経費 （単位　千円）
区　　　　分

伝 送 部 門 に 係 る 経 費
物 件 費
人 件 費
減 価 償 却 費
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Ⅲ．NHK予算の国会審議

総務大臣の意見

平成23年 7 月に迫ったデジタル放送への完全移

行や，放送・通信の融合の一層の進展等，放送を

めぐる環境が大きく変化する中で，日本放送協会

(以下「協会」という。）は，抜本的な経営改革

を着実に推進し，国民・視聴者から信頼される公

共放送として，その社会的使命を確実に果たして

いくことが求められている。

協会の平成21年度の収支予算，事業計画及び資

金計画（以下「収支予算等」という。）について

は，「平成21～23年度　NHK経営計画」（以下

[経営計画」という。）の初年度として，経営計

画で掲げた経営 9方針に従い，視聴者の信頼を高

めるため組織風土改革，信頼される多様で質の高

い放送，受信料の公平負担に向けた取組の強化，

円滑な完全デジタル化等の取組を確実に進めると

ともに，経営資源を多様で質の高いコンテンツの

提供，報道体制の強化，他メディアへの展開等に

重点配分しつつ，経費を圧縮し効率化を進めるこ

ととしており，これを着実に遂行すべきものと認

める。

しかしながら，協会として，組織を挙げてコン

プライアンスの確立に取り組んできたにもかかわ

らず，職員による不祥事はなお後を絶たず，協会

においては，国民・視聴者からの信頼回復に向け

て一層改革を進めていくことが必要である。

また，依然として受信料を支払うべき者の約3

割近くが不払いや未契約となっている現状を真し

に受け止め，受信料の公平負担の徹底に向けて全

力で取り組むことが必要である。

その上で，協会においては，我が国の放送の発

展等に資するべく，平成23年 7 月のデジタル放送

への完全移行に向けてあまねく全国においてデジ

タル放送を受信できるよう措置する等，放送法に

おいて求められる公共放送としての使命を確実に

遂行し，国民・視聴者の負託に応えることが求め

られる。

以上を踏まえ，協会は，収支予算等の実施に当

たり，特に下記の点に配意すべきである。

記

1 経営改革の推進

公共放送としての役割や社会的使命を改めて認

識し，経営委員会と執行部が緊密に連携しつつ，

それぞれの役割を全うすることにより，改革の果

実が国民・視聴者に適切に還元されるよう，組織

一体となって改革の実現に全力で取り組むこと。

また，職員によるインサイダー取引に続き，職

員による経費の不正支出が再び発覚したことは，

コンプライアンスの確立に向けた協会のこれまで

の取組が十分でなかったことを改めて示すもので

あり，組織風土改革に徹底して取り組むとともに，

公共放送に携わる者としての職員の高い倫理意識

の確立に努めること。

2 受信料の公平負担の徹底

受信料制度について国民・視聴者の理解が深ま

るよう，その意義や仕組み，改革に向けた協会の

具体的取組について，保有するあらゆる媒体を通

じた告知等を徹底すること。

あわせて，未収対策業務の強化や民事手続きに

よる支払督促，事業所割引や業界団体による取り

まとめの活用等の各種施策を推進し，受信料の公

平負担の徹底に向けて全力で取り組むこと。

さらに，視聴環境の変化や技術革新の動向等を

踏まえ，国民・視聴者の視点に立った公平・公正

かつ透明性のある受信料体系の確立に向けて，引

き続き不断の見直しを行うこと。

なお，受信契約に係る契約収納関係経費につい

て，営業経費率が11.5％と依然として高い水準に

あることにかんがみ，契約収納業務の一層の効率

化を進め，契約収納関係経費の削減に努めること。

3 業務の合理化

受信料を財源とする公共放送として，一層質の

高い放送・サービスを，より効率的・効果的な体

制で実施するため，業務全般について抜本的な見

直しを行い，業務の合理化・効率化を徹底するこ

と。

あわせて，協会が任意に保有する子会社等につ

いて，更なる整理・統合計画の検討を進めるとと

もに，競争契約を一層推進し，また，財務状況に

応じた適切な配当の実施を求める等，子会社等の

事業運営の透明性，健全性の向上に努めること。

また，受信料を主な財源とする公共放送として，

国民・視聴者に対する説明責任を全うする観点か

ら，協会や子会社の経営・業務等に関する情報公

開を一層積極的に進めること。

4 地上テレビジョン放送のデジタル化

平成23年 7 月のデジタル放送への完全移行に向

けた対応に万全を期すため，中継局整備や協会が

保有する共同受信施設のデジタル化を可能な限り

前倒しをして取り組むとともに，デジタル化によ

り電波が届かなくなる地域への対策等の受信環境

の整備に関して公共放送としての役割を十二分に
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果たすこと。

また，放送番組やスポット等の手段により国

民・視聴者に対してきめ細かな周知・広報や受信

者からの相談等に積極的に取り組むだけでなく，

デジタル放送の魅力を国民に十分認識いただける

よう，データ放送の活用やマルチ編成等のデジタ

ル放送の特長を活かした番組制作にこれまで以上

に，また，他の放送事業者に率先して取り組むこ

と。

あわせて，地上・BSアナログ放送の終了につ

いて，視聴者の理解が深まるよう，情報の一元

化・効率的な提供に努めること。

5 放送番組の充実

放送番組の編集に当たっては，国民・視聴者の

視点に立ち，その期待に応え，公共放送に対する

多様な要望を満たすとともに，我が国の文化の向

上に寄与するよう最大の努力を払うこと。

特に報道番組については，日本及び世界の情報

を迅速かつ的確に伝える等，その充実を図り，放

送法の趣旨を十分に踏まえ，正確かつ公平な報道

に対する国民・視聴者の負託に的確に応えるとと

もに，災害その他の緊急事態における報道体制を

充実・強化し，緊急地震速報をはじめ被災者等に

役立つ正確かつよりきめ細かな情報の一層迅速な

提供に努めること。

また，地域放送については，地域の抱える様々

な課題に積極的に取り組むとともに，地域からの

情報発信の強化に一層努めること。

さらに，放送された番組に寄せられた国民・視

聴者からの意見や要望に真しに耳を傾け，それら

の意向を適切に反映するよう努めるとともに，視

聴覚障害者向け放送普及行政の指針にのっとり，

字幕放送や解説放送の計画的な継続・拡充に努め

ること。

6 国際放送の充実

外国人向けテレビ国際放送の実施に当たって

は，より多くの視聴者を確保するため，我が国の

文化・産業等の発信を通じて我が国の対外イメー

ジの向上等に資する番組の提供に努めること。ま

た，国，地域の実情に応じた配信体制を整備する

とともに，インターネットも活用すること。

さらに，協会の国際放送子会社の事業運営につ

いて民間企業との十分な連携により，その活力や

ノウハウが導入され，多様な収入源が確保される

よう努めること。

ラジオ国際放送については，海外における聴取

実態等を踏まえつつ，より一層効果的かつ効率的

な実施に努めること。

7 番組アーカイブの活用

協会の保有する放送番組等については，受信料

を負担する国民・視聴者にとっての貴重な資産で

あることにかんがみ，その積極的な利活用を図る

こと。その際，NHKオンデマンドサービスをは

じめ，多様なメディアを通じた利用環境の一層の

充実を図ることにより，国民・視聴者の利便性の

向上に努めること。

(衆議院総務委員会の附帯決議）

政府及び日本放送協会は，次の各項の実施に努

めるべきである。

一，協会においては，平成十六年以降に発覚した

一連の不祥事及び昨年発覚した職員によるインサ

イダー取引を踏まえ，国民・視聴者の信頼を回復

すべく各種施策に取り組んでいるが，なおも不祥

事が発覚している。協会は，組織をあげて，コン

プライアンス施策の徹底を図るとともに，職員の

高い倫理意識の構築と士気の向上に取り組むこ

と。

二，協会は，放送が社会に及ぼす影響の重大性を

深く認識し，放送の不偏不党と表現の自由を確保

して，公平，公正な放送の徹底に努めること。

三，協会においては，平成二十一年度予算を収支

赤字予算とし，二十二年度予算についても収支赤

字となることを見込んでいるが，これは地上デジ

タル放送への完全移行に向けた追加経費を要する

ことによる臨時異例の対応であることを銘記し，

最近の経済情勢の悪化や多メディア化による放送

分野の経営環境の構造的変化を十分踏まえ，健全

経営の維持に向け万全の対応を図ること。

四，受信料の支払い拒否・保留件数は減少傾向に

あるが，なお高い水準にあり，未契約件数も多数

に上ることから，協会においては，引き続き，あ

らゆる策を講じて国民・視聴者の理解を得て，未

払い・未契約等の減少に努め，受信料の公平負担

を図るとともに，受信料収入の国民・視聴者への

還元の方策について真摯に検討すること。

五，協会においては，訪問集金の廃止等受信契

約・受信料収納に係る経費の削減に努めていると

ころであるが，受信料収入に対する契約収納関係

経費の比率がなお高い水準にあることから，受信

料制度への視聴者理解に不可欠な地域スタッフの

業務に配慮しつつも，契約収納業務の効率化をさ

らに進め，経費削減に努めること。

六，協会は，公共放送の質の向上に資するよう，

業務全般について徹底的な見直しを行うととも

NHK年鑑’09
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に，子会社等の統廃合を含めた一層の合理化を進

めることにより，グループ全体の業務の効率化・

スリム化を図ること。また，協会と子会社等との

取引は，依然として随意契約比率が高いことから，

競争契約比率を高めるなど取引の透明化・明確化

を図るとともに，積極的な情報の開示に努めるこ

と。

七，協会が行う外国人向け映像国際放送に対して

は，多額の受信料が投じられていることにかんが

み，その費用対効果を評価・検証するとともに，

より効率的・効果的な放送が実施されるよう，業

務体制及び放送内容の不断の見直しを行うこと。

八，協会は，地上放送の完全デジタル化が円滑に

移行できるよう先導的な役割を果たすとともに，

政府は，放送が災害時等における貴重な情報源で

あることを踏まえ，経済的弱者等の世帯における

受信設備のデジタル化支援に鋭意取り組むこと。

九，協会は，番組アーカイブについて，利用者の

ニーズを踏まえてサービスの見直しを適宜行うと

ともに，早期に収支の改善が図られるよう努める

こと。

(参議院総務委員会の附帯決議）

政府及び日本放送協会は，協会に対する国民・

視聴者の信頼の向上を図り，公共放送の使命を全

うできるよう，次の事項の実現に努めるべきであ

る｡

一，協会は，内部統制機能の強化によるコンプラ

イアンスの徹底に努めるとともに，職員の一人ひ

とりが，視聴者の視点に立ち，公共放送に携わる

ものとしての高い倫理意識を確立するよう，組織

一体となって改革に取り組むこと。

二，協会は，放送が社会に及ぼす影響の重大性を

深く認識し，放送の不偏不党と表現の自由を確保

して，公平，公正な放送の徹底を図るとともに，

豊かで良質な番組の放送に一層努めること｡

三，経営委員会は，協会の業務執行の監督及び経

営に関する意思決定機関として，その重い職責を

担うものであることを認識し，国民・視聴者から

信頼される公共放送の発展のために一層の努力を

行うこと。また，政府においては，委員の人選の

在り方について広く研究を行うこと｡

四，協会は，受信料の不払い・未契約の割合が依

然として全体の約三割に達している現状にかんが

み，引き続き，あらゆる対策を講じて国民・視聴

者の理解を得て，未払い・未契約等の減少に努め，

受信料の公平負担を図るとともに，受信料収入の

国民・視聴者への還元方法を含め，受信料体系の

総合的な検討を行うこと。また，受信料収入に対

する経費の比率が未だに高い水準にあることか

ら，受信料制度に対する視聴者の理解に不可欠な

地域スタッフの業務に配慮しつつ，今後も契約収

納業務の効率化を更に進め，経費削減に努めるこ

と。

五，協会が行う外国人向けテレビ国際放送につい

ては，多額の受信料が投じられていることにかん

がみ，その費用対効果について，評価･検証する

とともに，より効率的･効果的な放送が実施され

るよう，業務の体制及び放送の内容に対する不断

の見直しを行うこと。また，総務大臣が国際放送

の実施要請を行うに当たっては，協会の表現の自

由，番組編集の自由を最大限尊重すること｡

六，協会は，地上放送の完全デジタル化に向け先

導的な役割を果たすとともに，政府は，デジタル

放送に対応した受信機器の普及促進，共聴施設の

改修等の支援などあらゆる対策を講じ，地上放送

の完全デジタル化の円滑な実現に万全を期すこ

と。

七，協会は，公共放送の質の向上に資するよう，

業務全般について徹底的な見直しを行うととも

に，子会社等の統廃合を含めた一層の合理化を進

めることにより，グループ全体の業務の効率化･

スリム化を図ること。また，協会と子会社等との

取引は，依然として随意契約の比率が高いことか

ら，競争契約の比率を高めるなど取引の透明化･

明確化を図るとともに，積極的な情報開示に努め

ること。

八，協会は，地域の活性化に資するよう地域から

の情報発信強化等地域放送の充実に努めること。

また，災害時等において，国民が必要とする地域

生活に密着した正確な情報や最新ニュｰスを時宜

に応じて提供する必要があることから，緊急報道

体制の更なる充実・強化に努めること｡

九，高齢者，障害者にかかわるデジタル・ディバ

イドの解消が喫緊の課題となっていることから，

字幕放送，解説放送，手話放送等の更なる拡充と

番組内容の充実を図ること｡

十，協会は，番組アーカイブについては，早期の

収支改善に努めるとともに，提供するコンテンツ

の充実及び利便性の向上に取り組むこと。
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国　際　協　力

Ⅰ．外国放送機関との協力

1 ．協力協定・協力覚書・
ニュース素材交換覚書

NHKは，外国の放送機関などとの間で，友

好・協力関係促進を目的として，協力協定を結ん

でいる。

番組・ニュース素材提供，取材・制作協力，衛

星伝送協力，共同制作推進など，放送の全般的な

分野での相互協力を定めた内容が一般的で，これ

を簡略化した協力覚書を結ぶこともある。

また一部の機関とは，ニュース取材における協

力や，相互のニュース素材を交換できることを文

書で取り決める『ニュース素材交換覚書』を結ん

でいる。

08年度末現在で，これら協力協定・協力覚書・

ニュース素材交換覚書を締結している外国放送機

関は48の国と地域の65機関である。（⇒p.789）

2 ．海外派遣による国際協力

08年度は，延べ人数で長期（ 1 年以上） 2 人，

短期（ 1年未満） 4人，計 6人の海外派遣を行っ

た。

このうち，国際協力機構（JICA）ベースによ

る派遣が，長期 1 人（うち退職者 1 人），短期 4

人（うち退職者 2人）であった。（⇒p.794）

08年度末現在，海外に派遣中のものは，2 か国

2人となっている。主な派遣は次のとおりである。

①マレーシア

アジア太平洋放送連合（ABU）本部に番組局

長を引き続き派遣中である。

②ブータン

国営放送局（BBS）の放送拡充および人材育成

のため，引き続き技術者を 1人派遣中である。

3 ．海外受託研修

07年度は，国際協力機構（JICA）などからの

要請に基づき，アジア，大洋州，中近東，アフリ

カ，中南米の国々など14か国28人を対象に実施し

た。（表 1）

表1 海外受託研修（2008年度）

Ⅱ．外国放送機関との定期協議

1 ．中国ラジオ映画テレビ総局

NHKは84年10月，当時の中国ラジオ映画テレ

ビ省（98年 3 月，中国ラジオ映画テレビ総局に改

組）との間で協力協定を締結。両者が包括的な協

力を検討するため，毎年度初頭に定期協力委員会

を東京と北京にて相互に開催している。

08年度「第24回定期協力委員会」は，4月16日，

江口三朗国際放送局担当局長をNHK側主席代表

として北京で開かれた。NHK側からは，BS「て

くてくin北京」・北京五輪報道への取材協力要請，

デジタル映像著作権セミナーの実施，気象・災害

情報放送技術の交換など22項目を提案した。また

中国側からは，胡錦濤国家主席訪日関連番組の取

材制作協力，中央人民ラジオ局からの中国語アナ

ウンサーの講師派遣，発信総合管理維持視察団の

派遣受け入れなど 9項目が提案され，全項目で概

ね基本合意がなされた。

この協議の合意事項の一つであるラジオ番組の

共同制作については，四川省の地震被災地に，発

災後すぐさま中国国際放送局記者が駆けつけ，携

帯電話で日本向けに日本語のリポートを実施し

た。五輪期間中も市民生活を中心に，変わる北京

NHK年鑑’09

(注） 1．海外受託研修は1961年度から開始され，2008年度
末までに合計142か国，2,901人について実施した。

2．海外受託研修は，主として独立行政法人国際協力
機構（JICA）からの委託により実施している。

2．08年度については，「デジタル放送技術と機器保
守管理」，「テレビ番組制作（総合）」，およびイン
ドネシアとアフガニスタンを対象とした国別コー
スをそれぞれ 1コースずつ実施した。

ブータン
カンボジア
インドネシア
ネパール
タイ
ベトナム
バヌアツ
アフガニスタン
イエメン
ガンビア
ギニア
ザンビア
エクアドル
キルギス
合計

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

研究コース
国名

地域

4
1
5
1
1
1
2
5
2
1
1
1
1
2
28

5

5

2

1
1

1

2
1

8

2
1

1
1
5

1
1
1
2
15

計管
理

放送
技術

番組
制作

ア
ジ
ア
・
大
洋
州

中近東

ア
フ
リ
カ

中南米
その他
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市民の意識をリポート。その後は経済危機の与え

る市民への影響など，多くのリポートが日本の聴

取者から好評だった。また，胡錦濤国家主席訪日

関連番組の取材制作協力では，日本各界の人物を

取材したスペシャル番組として放送が行われ，日

中相互理解に大いに貢献した。

2 ．KBS（韓国放送公社）

NHKは韓国KBSと相互協力のための会議を

1968年以来続けている。

08年度の会議は，10月24日，ソウルで今井義典

副会長をNHK側首席代表として開催された。全

体会議に続いて，報道・技術など 4つの分科会に

分かれ会議が行われた。

NHKからは，NHKラジオ「ハングル講座」へ

のKBSアナウンサー出演協力，両局の取材協力

窓口の一本化など19項目を提案した。

また，KBSからはスーパーハイビジョンに関

する技術情報交流など16項目が提案され，互いに

多くの項目で基本合意した。

合意事項のうち，『お元気ですか日本列島』「気

になることば～韓国の若者言葉企画」については，

事前リサーチやKBSアナウンサーへのインタビ

ューなど，KBSから適切な協力を得て取材制作

を行い， 1月のシリーズ放送に結びつけた。

災　害　対　策

1．災害・気象センターの取り組み

報道局「災害・気象センター」は，災害時の緊

急報道と国の指定公共機関としての責務である災

害対策業務を一元化するため，03年 6 月に「気

象・災害センター」として正式に発足した。

そして06年10月の組織改正で，災害報道をさら

に充実・強化するため，テレビニュース部気象班

と統合して気象業務が移行され，名称も「災害・

気象センター」に変更した。専従職員は 8人，関

係部局にまたがる業務指定者は47人いる。

国の指定公共機関に課せられた業務としては，

▽防災計画の作成，▽大規模な災害が発生した場

合にNHK本部に設置する災害対策本部の事務局

業務，▽災害対策に関する国をはじめとする外部

機関との連絡調整，▽災害対策訓練や職員研修の

計画と実施，などがある。

2 ．東海地震など大地震対策

「いつ起きてもおかしくない」とされる東海地

震対策は災害・気象センターが発足して以来の重

要な業務である。国が04年に東海地震の予知情報

についての発表方法の変更（観測情報，注意情報，

地震予知情報＝警戒宣言の 3段階化）を含めた対

策の見直しにあわせて，災害・気象センターでは

関係各部局との調整を行い，新たな放送基準を作

った。

また，東海地震と東南海・南海地震の同時ある

いは連続発生の可能性が指摘されるようになった

ことを受けて，東海地震が予知されたときの取材

や放送の体制について，随時検討を進めるととも

に様々な訓練も重ねている。

さらに，想定震源域が隣接する東南海・南海地

震について，国は「早ければ今世紀前半にも発生

する」可能性があるとして03年12月に「地震防災

対策推進地域」（08年 4 月時点で21都府県の425市

町村）を指定し，被害の軽減をめざして対策を進

めている。

一方，「宮城県沖地震」を含め主に北海道から

東北にかけての太平洋沿岸で繰り返し起きている

大地震についても，東南海・南海地震に次ぐ特別

措置法である「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震特別措置法」が制定され，06年 2 月には「地震

防災対策推進地域」（08年 4 月時点で 5道県の119

市町村）が指定された。

首都直下地震も含めたこれらの大地震に備え

て，NHKは国の指定公共機関として取材・放送

体制の充実を図るとともに，ヘリコプターや伝送

車両それに津波監視用の無人のロボットカメラを

含めた機材・設備の整備を進め，ハイビジョンで

緊急対応ができる態勢を整えている。

また，すべての職場が関わった災害訓練の実施

をはじめ，普段から防災啓発につながる番組やニ

ュースの積極的な発信に努めている。

3 ．「緊急地震速報」の放送と検証

「緊急地震速報」は，地震の強い揺れが来る前

に警戒を呼びかけることを目的とした新しい防災

情報で，気象庁が最大震度 5弱以上と予測した場

合に発表する。

全国およそ1,000か所（気象庁：約200か所，独

立行政法人防災科学技術研究所：800か所）に設

置した高性能地震計を使い，まず地震発生の直後

に伝わる最初の小さな揺れ（P波）を捉える。続

く大きな揺れ（S波）が来る前に「震源」「マグ

ニチュード」「周辺の震度」を 3 秒から 7 秒位で

予測する仕組みである。07年10月からテレビ・ラ

ジオの放送や集客施設など，広く一般を対象にし
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た情報提供が始まった。12月からは気象業務法が

改正されて警報となり，法律上も直ちに放送する

ことが義務づけられた。震源に近い地域や直下型

地震では間に合わないなどの技術的な限界もある

が，防災・減災に役立つことが期待されている。

NHKは，公共放送として「緊急地震速報」を

一刻も早く，あまねく，わかりやすく伝えるため，

①テレビ・ラジオで同じ内容を全国に向け速報，

②全自動で送出，③高齢者などすべての人が聞き

やすい独自に制作したチャイム音を鳴らす，④テ

レビでは一目でわかるようスーパーに地図を付け

る，などの基本方針を定めた。そして，本部・拠

点局・放送局で設備改修等を行い，気象庁が一般

向けに情報の提供を始める時期に合わせて，｢緊

急地震速報」を放送できる体制を整備した。

08年 4 月以降，｢緊急地震速報」の実際の発表

が相次いだ。 6月の岩手・宮城内陸地震の際など

09年 3 月末現在で 9回発表され，その都度関係部

局とともに検証した。岩手・宮城内陸地震以降，

震源地からある程度離れた場所では揺れが伝わる

前に速報が届き，その有効性が確認された。

独自に制作したチャイム音については，全国の

民放から使用したいという要望が相次ぎ，09年 3

月末現在，在京キー局を含め110局が，NHKと覚

え書きを交わした。

「緊急地震速報」は，新しい防災情報だけに，

周知の徹底が課題である。NHKではスタート前

の07年 7 月初めからスポットやミニ番組を集中的

に放送し，速報の仕組みと技術的限界，それに家

庭内や車運転中，大規模施設内といった場所で速

報を聞いたとき次にどう行動したらよいかなどに

ついて，具体的に伝えた。また，直下型大地震で

の初のケースとなった08年 6 月の岩手・宮城内陸

地震を受け，速報を生かすには何が必要なのか，

東北各地の実例を元にしたスポットを新たに制

作，放送した。

「緊急地震速報」の的確な放送のため，引き続

き，検証，対策・改善に取り組むとともに，周知

徹底や運用面での職員の習熟を図ってゆく。

4 ．災害報道の3-Screens展開

災害報道についても，パソコンや携帯端末など

3-Screens展開をさらに進めるため，報道局デジ

タルメディア推進委員会を中心に関係部局が具体

化に取り組んでいる。09年 2 月から携帯電話サイ

トで， 3月末からはホームページで，地震・津波

情報の発信を開始した。

5 ．防災訓練

NHKは，防災訓練を行うことが災害対策基本

法で義務づけられている。災害・気象センターは

08年度も全国の各放送局が行う災害対策訓練の事

務局となり，各種の訓練を実施した。

このうち，08年 9 月 1 日には東海地震注意情報

をテーマに本部，静岡局，名古屋局が参加して災

害対策訓練を実施した。注意情報発表にあわせ臨

時ニュースを開始する想定で，中継や記者解説の

取り入れ方，全国放送と地域放送の役割分担，現

地への応援派遣など，発災までの緊急報道を中心

に検証した。

また，全国をブロックに分けて実施する災害対

策訓練では，想定を東南海・南海地震や噴火災害，

それに都市部直下型地震など地域の実情に応じた

内容にした。

このほか「NHK防災月間」を設けるなど，各

放送局が様々な訓練を行い，08年度の訓練参加者

は延べ 3万9,477人に達した。

災害対策研修についても，災害・気象センター

は重点的な取り組みを行った。研修は放送業務の

従事者だけでなく，災害時に後方支援（ロジステ

ィックス）を担う総務業務の従事者も対象として

職員のスキルの向上を図った。

ところで，04年12月のスマトラ沖地震以降，ア

ジアの放送局は，NHKの災害報道，緊急報道に

大きな関心を示している。災害・気象センターで

は外国放送局の視察団を受け入れたり，放送担当

者の研修を行ったりしている。NHKの緊急報道

を説明するなど，各国の放送局が災害報道に取り

組む際の参考モデルを提供している。

環　境　経　営
08年度は京都議定書の第 1約束期間に入り，洞

爺湖サミットが開催されるなど環境に関する関心

が高まっているなか，放送やイベントを通じて環

境問題に関する様々な情報の提供に努めた。それ

とともに，省エネルギーや省資源など環境に配慮

した業務運営に努めた。

また，08年 1 月に策定した新たな「日本放送協

会環境自主行動計画」に基づき数値目標の達成に

向け施策の検討と実施を行った。

環境保全に関する国･自治体の法律・条例に的

確に対応したほか，NHKの環境への取り組みを

[環境報告書｣で公表した。

NHK年鑑’09
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1 ．省エネルギー・省資源の推進

08年度後期から，教育テレビの深夜の放送休止

時間を拡大し，その時間帯にアナログ放送用電波

の停止を開始した。

職場の省エネ・省資源活動として08年度も「コ

ピー用紙の削減」と「オフィスの節電」に取組ん

だ。コピー用紙の削減目標は対06年度と07年度の

使用実績値の平均値比 5 %削減とし，裏紙再利

用・IT機器の活用・編集印刷等で削減に努め，

前年度より4.3%削減したが目標値比は1.5%増加と

なった。節電対策として，省エネ型の設備や機材

の開発・導入とともに，居室や廊下の消灯や分灯

を実施。空調については夏季の居室温度を28℃に

設定している。放送センターでは，居室内の照明

器具に個別スイッチを追加した分灯対策，廊下等

共有部分の減灯を継続実施した。また，エレベー

ターの一部の夜間休日休止を開始した。

放送センターや各放送局では，夜間電力を利用

して作成した冷水を水槽に蓄え，昼間の冷房に使

用する「水蓄熱式空調システム」を導入し，効果

的な省エネルギー化を実現している。

放送会館の建設にあたっては，屋上緑化や太陽

光発電など自然エネルギーを活用する設備等を導

入しているが，既存の放送会館にも太陽光発電設

備の導入を開始し，08年度は大津と福岡の放送会

館に設置した。

放送センター08年度廃棄物量は2,187トン生じ

たが，リサイクル率90%以上を02年度より 7 年連

続で達成した。VTRテープ類は各放送局からリ

サイクル施設に集められ100％リサイクルしてい

る｡

様々な環境データについては，「エネルギーの

使用の合理化に関する法律」に基づき定期報告書

を経済産業省ならびに総務省に提出，また，東京

都に対しては「都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例」に基づき，地球温暖化対策中間報

告書を提出し，NHKのホームページで公開した。

2 ．車両の排気ガス対策

放送車両では，低排出ガス認定車やハイブリッ

ド車などの導入をすすめている。08年度末時点で，

全国のディーゼル中継車151台のうち111台を低公

害化した。また，ロケなどで使用する一般放送車

両では，全国176台のうち95台を低排出ガス認定

車にし，そのうち25台はハイブリッド車にした。

3 ．職員への周知・啓蒙，教育の充実

6 月と12月を環境経営強化月間に指定。

6 月は放送センターで「臨時リユースコーナ

ー」を設置し，文房具類の再利用を呼びかけた。

12月には放送センターにおいて環境経営セミナ

ーと特別展示を実施。環境経営セミナーでは，環

境番組のキャスターを務める山口勝アナウンサー

を講師にNHKの取り組みの現状をわかりやすく

説明した。特別展示では，LEDを活用したスタ

ジオライトやアルコールと水を用いる燃料電池な

どNHKが開発した省エネ機器の実物展示，不要

な食用油で走り太陽光と風力発電で編集作業を行

うエコロジア号展示とともに，電気自動車の乗車

会を行い，実用化しているエコ技術を紹介した。

職場内勉強会などの機会をとらえて環境経営へ

の意識の啓発に努めるとともに，社内報「ネット

ワークNHK」での記事掲載を通じて｢環境経営」

の理解促進に努めた。

4 ．放送･イベントを通じた活動の推進

全国の放送局で環境に関する放送やイベントを

実施した。関連イベントは，5 2 回実施し，

44万4,720人が参加した。

「地球エコ2008環境キャンペーン」に年間を通

じて取り組み，各番組やニュースの中で継続して

環境に関する情報を発信した。

5 ．グリーン調達の推進

グリーン調達の理解促進を図り，適合製品導入

の推進を図った。

6 ．環境報告書

環境保全への取り組みを総合的に掲載し，関係

者に配付したほか，ホームページで公開した。


